
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　本号の編集作業中、米軍が横田基地に今夏配備予定のオスプレイ５機が横浜ノースドックに

陸揚げされ、その後横田基地まで飛来したというニュースが飛び込んできた。巻頭のインタ

ビューでも言及された日米地位協定の縛りの中、未だ安全性が危惧される米軍機の都心上空へ

の飛来について、日本政府は禁止を要請するどころか、配備前倒し公表を控えてほしいとする

米軍の要請に従い、通報から18日間も公表を控えていたことが明らかとなった。主権国家のこ

うした「異常な」対応は、意外なほど「冷静に」報道されている。

　沖縄における米軍基地問題の端緒ともいうべき太平洋戦争末期の沖縄本島への米軍上陸は、

73年前の４月に始まった。そこから人の一生ともいえるほど長い間、沖縄の人々が日常の中で

引き受けてきた日米関係の不条理さを、今こそ首都圏に暮らす私たちが自分事として受け止め、

その必要性を問い直す機会としていくべきではないだろうか。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　新年度早々の巻頭言にふさわしくないタイトルで申し訳ありません。「ここは地獄

か？」は、昨年12月に出版された『ルポ川崎』という本の帯の見出しのフレーズです。

2015年3月に起きた大師河原の中学生殺人事件から着想を得て、臨海部に面する川崎

区の若者のサブカルチャーを追いかけた本です。同時期にこの本の写真集、また殺人

事件そのものを描いた『43回の殺意』も出版されました。

　この本の書評については川崎市職労の機関紙に書かせていただきましたので重複は

避けますが、生まれも育ちも職場も組合活動の拠点も川崎区にあって、公害に苦しめ

られ貧困や差別にあえぐ労働者の町を少しでも良くしたいとの思いで仕事や活動に取

り組んできた自分にとって、その結果が「地獄」とまで表現されてしまうことへの虚

しさは、一度や二度の酒席の話題にするだけでは拭えぬものとなっています。朝日新

聞や神奈川新聞の書評で、地獄の中にあってもダンスやラップで活躍する若者たち、

ヘイトスピーチと闘う市民、外国に関わる子どもたちの居場所としてのふれあい館な

どを評価していただいたことで少しは慰められてはいますが…。

　エッセイという短い文章なので詳細な分析は他に譲りますが、この本に紹介された

若者に共通するものは、貧しさと不安定な家庭環境、そして「学校に行かない」もし

くは「行けない」といったところでしょうか。既に10代の中後半に至っているので、

家庭内であからさまな虐待を受けることはない世代ですが、半分大人として扱われる

中で、世間から受ける言葉の暴力や冷たい視線という社会からの虐待にさらされてい

るといえます。

　思想家の内田樹さんは、子どもが「消費主体」として育てられていることから「学

びからの逃走」、「労働からの逃走」をし始め、下流志向になっていくと説きました。

しかし、その機会さえ与えられず貧困と格差が新たな階級のように固定されていく構

造的な状況がここにあります。

　そしてその負の連鎖の構造に立ち向かえず、悶々として具体的な対処に追われてい

るのが心ある自治体職員・教員の現状ではないでしょうか。

　労働組合や政党はその悶々としたものを変革のエネルギーにしてきましたし、これ

からもそうあるべきでしょう。

　「地獄」と呼ばれる川崎区だからこそ、ヘイトスピーチの餌食にされています。ヘイ

ト攻撃を、ただ不愉快で日本の恥だとしか言わない善意の大多数の人こそ、地獄化す

る町を再生産しているのではと問わずにいられません。

　厳しい寒さが明け、華やいだ季節になりましたが、私は未だに悶々とした日々を送っ

ています。
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神奈川自治研センター設立 40 周年、憲法・地方自治法施行 70 年の節目の年となった 2017 年に

編集部では、これからの地方自治・市民自治の展開に求められることは何かを主題に、関係識者に

対し旬のテーマで見解をたずねるインタビュー企画を開始した。第 2 回目の本号では、現在進行

形の憲法改正論議を平和の視点から検討するため、当センター顧問で、横浜市会議員時代から約

30 年にわたり県内や沖縄の基地問題等、平和をテーマに取り組んでこられた齋藤勁氏（元内閣官

房副長官／元衆議院議員・参議院議員）にお話を伺った。 
 
１．神奈川の米軍基地問題 

 
平和問題に取り組んだ原点は・・・ 

 
〇編集部：  

2005 年に出版された『とことん分権、と

ことん平和‐神奈川発日本改革宣言‐』の中

で、幼少期から参議院議員時代の平和問題へ

の取り組みは詳しくされておられるので、今

日のテーマは、その後の動きを中心に考えて

います。まず始めに、なぜ平和問題に積極的

に取り組まれることとなったのか、そのきっ

かけをお聞かせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●齋藤： 
私の原点は、1945 年 7 月に生まれたこと

です。私は横浜市南区蒔田に住んでいて、近

くに米軍人の兵舎、住宅などが日常の風景と

してありましたし、父親の弟が戦争で亡くな

っているとか、生活や地域の中で「戦後」と

いうのがずっとあったわけです。平和の対極

的な戦争に関して、戦後荒廃期を物心つく多

感な時代に過ごしたということが、まず一つ

の小史としてあるのではないかと思います。 
運動としての関わりは横浜市職員時代が始

まりです。自治労、市役所の労働組合に組合

員として参加していくわけですが、一番印象

的だったのは「村雨橋」の出来事（※注１）

でした。相模原補給廠で米軍の戦車が修理さ

れて、再びノースドックからベトナムの戦地

に行く、という時に、横浜市神奈川区の村雨

橋のところで、当時の飛鳥田市長が先頭にな

って市役所の公的行為として、「車両制限

令」（※注 2）を駆使しながら、この橋は戦

車のような重いものは通行できませんと、体

で阻止をしました。それが一番最初に身近で

参加した平和運動だと記憶しています。その

神奈川自治研センター40 周年記念企画「識者に聞く」シリーズ第 2回 

 

憲法施行から 70 年、いま改めて平和の観点から改正論議を問う 

 

（公社）神奈川県地方自治研究センター顧問 齋藤 勁 氏
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あとに組合役員になってຮᙉ会に出たりする

中で、少しずつ積されてきたのだろうなと

いうẼがしますね。 
 

〇編集部： 
そこから 19�7 年に横浜市会議員に当㑅さ

れて、神奈川における平和問題・基地問題に

積極的に取り組まれたのですよね。 
●齋藤： 
横浜市の市会議員時代から一㈏して、米軍

施設のᩚ理⦰小・᧔ཤということが、ᨻ治ᐙ

としてのㄢ題でしたし、参議院議員になって

からも↔点にしたのは、᰿ᓊの米軍ᐙ᪘住宅

の問題ですね。ごᢎ▱のように、㏸Ꮚ市域分

のụᏊの米軍のᐙ᪘住宅のᘓ設については

ኚ長い㛫の対運動がありますが、横浜市域

の᰿ᓊの方については、㞄᥋する地域に᪂し

いᐙ᪘住宅をᘓてることによって㏉㑏をしま

すよという合ពがありました。 
私は、㏉㑏はさせなけれࡤならないけど、

᪂しいᐙ᪘住宅はᚲせないという立ሙに立っ

ています。なぜならࡤ、ㄪᩚ区域である横浜

市の㈗重な⥳をኻいながら、米軍のためにᐙ

᪘住宅をᘓてるというような合理はよした

うがいいだろうということです。ᨻᗓඪ

になってからも、㜵⾨┬や㈈ົ┬に話をして、

そんなᚲせなᅵ地の☜ಖをしないうがい

いのではないか、何༑൨をかけて㐀ᡂをし

ていくよりも横㡲㈡のベースあるいは横㡲㈡

市域で☜ಖする方が合理的ではないかとせㄳ

してきました。 
いま現在、᰿ᓊのᐙ᪘住宅は↓人です。↓

人だということは、すでにᙼらはどこかに住

んでるわけですから、᪂たに立てるᚲせはな

いわけです。米軍ᐙ᪘住宅をᘓてるᚲせがな

いという≧ἣがいまも⥆いています。しかし、

まだそこまで合ពしていないので、横浜市の

ᐙ᪘住宅の㊧地⏝は、まだᡭつかずの≧ែ

なのです。一等地ですからもったいない。 

あとは、日米地༠ᐃです。これはつい最

近でも、横㡲㈡基地に㓄ഛされている米軍の

Ⰴ⯪が⾪✺事ᨾを㉳こして、それに対して

ᡃࠎᅜ民のഃでのㄪᰝがまったくできないよ

うな≧ἣがఀ㇋༙ᓥ沖であったし（※注㸱）、

それがもっと日常的に㉳きているのが沖縄で

すよね。日本の㆙ᐹ権が関することなく、

米軍ࢧイドで検ドを進めていくという᮲理

さというのが日米地༠ᐃにあります。主権

ᅜᐙとして日米地༠ᐃの改ᐃを求めていく

というのも、ずっと一㈏して取り組んできた

ㄢ題でしたね。 
 

〇編集部： 
᰿ᓊの米軍住宅の問題で㜵⾨┬や㈈ົ┬に

働きかけても話が進まないというお話でした

が、そのせᅉはどういう点にあるのですか。 
●齋藤： 
部᰿っこはྠࡌです。地༠ᐃ改ᐃも、

米軍施設のᩚ理⦰小も、本来は日米が対等で

あるということになっていますが、対等では

ないのがᐇែです。私の参議院議員時代も、

横浜市会議員時代もኚわっていないことです

が、米軍施設はまったく㐟ఇしているとい

うことになれࡤ、地༠ᐃୖは㏉㑏を求める

ことができるとなっています。しかし米軍の

方は、㐟ఇしていても自分たࡕのᣢࡕ物の

ように、所᭷権・༨᭷権があるのだというこ

とで、何かまた使い㐨があるのではないかと

いうことでいる、というのが今日までずっと

ありますね。これが問題です。 
なぜそういうことを主ᙇしないのかとか、

何回も何回も㉁問し、そしてඪになって最

後はᨻᗓの一員にもなりましたが、日米合ྠ

ጤ員会についても記㏙の中身が出てこないん

です。㠀常に㛢㙐的といいましࡻうか、ࣛࣈ

ック࣎ックスの中で、ኚⱔ立たしい限りで

す。言ってみれࡤ、主権ᅜᐙであって、主権

ᅜᐙではない。その最たるものが在日米軍基
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地のጼだと思いますね。 
 
基地࡛ാくேࠎの㐃ᦠࡶ・・・ 

 

〇編集部： 
神奈川の基地が沖縄にḟいで多いというの

は、ពእと▱られていない話ですよね。 
●齋藤： 
自治労の人たࡕと平和運動にも取り組んで

きました。また、㥔労（※注 4）のⓙさん

とも長く㐃ᖏし取り組んできました。それは、

基地に働く日本人ᚑᴗ員の問題です。この人

たࡕは、私たࡕᅜ民の⛯㔠によって、ᅜでண

⟬がỴまってᨭ出される。在日米軍基地は、

ᅜ᭷地であろうと、公᭷地であろうと、私᭷

地であろうと、そこが᥋されて基地になり、

あるព、治እ法権的になっている。そのた

め、そこで働く日本人ᚑᴗ員は、日本人労働

者であるにもかかわらず、日本のᅜ内労働法

令をしっかりの労働者ྠᵝに㐺⏝されてい

ないという、ここにも᮲理があります。そ

の᰿ᣐも地༠ᐃの中に᭩かれています。 
そのように基地で働く人たࡕは、基地᧔ཤ

となると自分が働く㞠⏝のሙがなくなるとい

う、平和の㏣求と㠀常に▩┪した≧ἣに⨨か

れています。一方で、もし基地がᩚ理⦰小さ

れたら、その㞠⏝はᨻᗓがしっかり取り組み

ますよという法ᚊもあるので、ここの方㐩と

も今日までも㐃ᖏして取り組んでいます。平

和運動で、基地のࢤートのそࡤで「〇〇基地

を᧔ཤしろ」と

いうと、ᙼらは

なかなかつらい

立ሙにあって、

そこにはなかな

か参加できない。

しかし、本㉁的

に基地が何のた

めにあるのかと

いえࡤ、それは兵❰だとか、ሙ合によっては

๓⥺にもなりかねないというところです。そ

う考えれࡤᚲせだということは、基地に働

く人たࡕもよくわかっています。 
 
〇編集部： 
米軍基地で働く人ࠎの労働問題というのは、

私たࡕがあまり▱ることのないテーマです。 
●齋藤： 
戦後ᅜにたくさんの基地があったのです

が、かなりᩚ理・㏉㑏・⦰小していることは

事ᐇですね。今やᮾの方では୕ἑ基地、ᮾ

ிに横田基地、横浜のノースドック、神奈川

県内で横㡲㈡基地とᗙ㛫、あとはᗈᓥの࿋に

ᙎ⸆ᗜとᒣཱྀ県のᒾᅜ基地、長ᓮ県のబୡಖ

基地、それと沖縄ですね。 
沖縄はもうあらࡺる部㝲がいますが、≉に

ᾏ兵㝲が一番きい。ᡭ⣡基地には、ୡ⏺

最といわれる 4000 ࣓ートࣝを㉸す㉮㊰

が㸰本あります。また、ᬑኳ㛫の㏉㑏問題で

県民のព思が通らない㎶㔝ྂへの⛣設という

問題があります。ᅜのᅜ民も日ࠎのᬽらし

でẖ日࢙ࣇンスの๓を通っていれูࡤでしࡻ

うが、身近に米軍基地がないという地域≧ἣ

ですから、なかなか自分のものとしてᤊえら

れないということはあるのかもしれません。

しかし、そういうことをもう一回問い┤すと

いうことがᚲせですね。 
沖縄の問題もᬑኳ㛫や㎶㔝ྂだけではなく

て、神奈川では横㡲㈡も、ノースドックも、

相模原の補給廠も、ᗙ㛫も、それࡒれもう一

ᗘ、何のために基地があるのかということを

問い┤すことが事なんだろうと思います。

基地というのは、戦争のためのベースࣕ࢟ン

ですから平和を考えるのに一番象ᚩ的なもࣉ

のです。戦争に⮳る過⛬としてᨻ治や、いろ

んな地域で見つめていくことが、憲法改正問

題にもつながっていく話ですね。 
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㸰．Ἀ⦖の㛵ࢃりẸඪᨻᶒ௦

 ࡿり㏉ࢆ

 
Ἀ⦖にはᕷ㆟ဨ௦ࡽ・・・ 

 
〇編集部： 
 沖縄への関心が㧗まったきっかけはどのよ

うなことだったのでしࡻうか。 
●齋藤： 
最初に沖縄と῝くかかわったのは、市会議

員の時代ですね。日本♫会ඪの横浜市会議員

だった当時、♫会ඪのᅜ地方議員ᅋ会議の

ᖿ事長となって、沖縄でᅜ自治体ᨻ⟇集会、

自治体議員の集会を開ദしました。そこで開

ദ๓から開ദ後まで約 10 日㛫ずっと沖縄に

常㥔して、‽ഛからいろいろな方たࡕと関わ

ったということが、きっかけでしたね。 
沖縄にḟࡄ第 2 の基地県神奈川というこ

とで平和問題・基地問題にඹ通㡯がありまし

た。沖縄県議会の人たࡕの議論はしࡻっࡹࡕ

う地༠ᐃ等の話が出てきて、ᙼたࡕの▱識

と行動は、ᅜ会議員ࣞベࣝですよ。ここ神奈

川でも、地༠ᐃ問題でⱝᖸ議論になってい

ますけれどね。もっと㐃ᖏしてしいなと思

います。 
 
〇編集部： 
民主ඪ時代には、沖縄県㐃顧問をົめられ

たのですよね。 
●齋藤： 
参議院に当㑅したときは日本♫会ඪそして、

♫会民主ඪ、さらに民主ඪ⤖ᡂとなって、当

時はⳢさんが代⾲の時だったと思いますが、

沖縄に県㐃組⧊がないということで、沖縄の

県㐃、地域組⧊をᢸ当して࢞ࣝ࢜ナイࢨーと

してධってくれないかということで、ẖ月 1、
2 回沖縄へ行って、組⧊をసっていくわけで

す。さらに、日米地༠ᐃ問題や、米軍基地

のᩚ理⦰小・᧔ཤというような話に取り組ࡴ

運動ᅋ体の方とも㐃ᖏを進めていきました。 
民主ඪがᨻ権代をしてくるところまでは、

一市会議員、一⏫会議員の人が今ᗘは衆議院

議員ೃ補になったりして、Ⰻかったんです。

㬀ᒣさんが代⾲になって、衆議院議員も 2
ྡ㑅出した時があったわけですが、わずか 1
年㊊らずして一番期ᚅをᢪいたᬑኳ㛫問題で

ᢡしていくわけですね。これで、沖縄の当

時の民主ඪやさまࡊまな人たࡕが㠀常にᢡ

感をわうわけですね。 
 
Ẹඪᨻᶒึᮇの᪥米㛵ಀは・・・ 

 

〇編集部： 
㬀ᒣ㤳相の「最పでも県እ⛣設」という࣓

ッセーࢪは㠀常に⾪ᧁ的なものだっただけに、

その後の期ᚅእれ感はᙉかったですね。 
●齋藤： 
㬀ᒣᨻ権が発㊊した時、私はඪの役職につ

いていなかったので、官㑰に行って、㬀ᒣさ

んや官房副長官に何とかして日米で話し合い

をとせㄳしました。あの時は、⩣年 5 月ᮎ

までにỴ╔をつけるという約᮰をしてしまっ

たので、民主ඪᨻ権の初期ẁ㝵で日米でのテ

ー࡙ࣝࣈくりができませんでした。そして、

ḟの⥲理⮧のⳢさんも参議院議員㑅ᣲで✺

ዴ、ᾘ㈝⛯のッࣉを言って、参議院で㔝

ඪ㏫㌿をチしてしまう。㸱人目の㔝田⥲理

⮧の官房副長官として私が官㑰にධった時に

は、もう参議院は㔝ඪ㏫㌿しているし、こ

のきなㄢ題に取り組ࡴには、ᨻ権の体ຊが

㠀常にᙅまっていました。しかも、その体ຊ

がない中で㔝田ᨻ権は、ᾘ㈝⛯ቑ⛯問題に取

り組ࡴわけですよね。 
私が官㑰にධったこの時には、いろんなこ

とについてどこかで⥴をసらないといけない

という思いでした。㬀ᒣさんも、Ⳣさんも࢜

マ⤫㡿と米ᅜで日米㤳⬻会ㄯはできなかࣂ

ったのですが、㸱人目の㔝田⥲理になってよ
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うやく、日米㤳⬻会ㄯで࣡ࢩントンに行くと

いうことになった。 
そこで、なんとか㎶㔝ྂ問題を再ᗘ再༠議

するࡄらいのテーࣝࣈにつけられないかと、

当時の民主ඪのᅜ会議員とᨻ治ベースで、日

米㤳⬻会ㄯの中に何か┒り㎸ませることがで

きないかということでいろいろⱞ労したんで

す。事๓のຮᙉ会では、እົ┬や㜵⾨┬がい

るので言えないということで、ᨻ治ᐙの時だ

けで話を進めました。ᨻ治ᐙといっても⥲理

と私と補బ官ࡄらいの限られた࣓ンࣂーです。

おい議会ྠኈでそういうことをして、࣓

も日本も「議会のྠពなしに進められな࢝ࣜ

い」というពで、「議会の༠議をしましࡻ

う」ということを言ってもらった。㤳⬻会ㄯ

の๓に࣡࣍イト࢘ࣁスのすࡄそࡤの࣍テࣝで

ᡴࡕ合わせをするわけですけれども、その時

に初めて官が見るみたいな形で、ᐇはそう

いうこともありました。 
ᨻ権の体ຊが↓くなっている時のᨻ治はཝ

しいです。 
 
〇編集部： 
日米議会でのྠពを᮲௳とした΅の方

は、㠀常に画期的だったのではないですか。 
●齋藤： 
米軍のࢢムへの⛣設は日本が相当㈇ᢸす

るんですが、࣓࢝ࣜഃも相当なண⟬をᨭ出

していますから、࣓࢝ࣜのୖ院議員からも

ᚲせなのかというព見や、議会の中でもそう

いう議論もありましたし、あの㡭はまだ、㎶

㔝ྂ⛣設に関しても公に問視している人た

ࡕと私たࡕが⤖ᵓいました。そういう人たࡕ

の取り組みがࣜンクしていたことは事ᐇです。 
こࡕらഃは、参議院では㔝ඪ㏫㌿しても、

衆議院の方は多ᩘᣢっている。だから࣓ࣜ

ഃで問視をしている議員と㐃ᦠして、ᨻ࢝

ᗓࢧイドにものを⏦していこうという⬦⤡で

した。そういう⬦␎で、㔝田さんから「議会

のྠព」を言ってもらって、ࣂ࢜マさんもわ

かりましたということになった。この日米㤳

⬻会ㄯでのやり取りをᡭがけたわけです。し

かし、ᨻ治は⤖ᯝですから、いくらやりまし

たと言ってもそんなのは何もならないような

ものですね。 
 
〇編集部： 
解Ỵのためにいろいろࣟࣉーࢳをしてみ

てኻᩋしても、その⤒㦂がḟに生かされてい

くことが事だと思います。日本のሙ合は、

ᨻ⟇Ỵᐃ過⛬の記㘓すらᨻᗓがṧさないこと

が当↛のようになっていますから、ᨻ治ᐙの

方ࠎが記㘓としてṧしていくことが、ᅜ民へ

のㄝ᫂という点でも事だと思います。 
●齋藤： 
㔝ඪ時代に沖縄等米軍基地᠓ㄯ会、そうい

う議員᠓ㄯ会をつくっていたんですね。㬀ᒣ

さんが会長で、私が事ົᒁ長でした。㉸ඪὴ

で、自民ඪ௨እ、㔝ඪがみんなධって。です

から、議員᠓の会長の㬀ᒣさんが⥲理⮧に

なったということで、沖縄も㠀常に期ᚅをし

た。 
ところが問題は、ᬑኳ㛫だけが日米㛫での

ㄢ題ではないのです。ᨻ権代してからのእ

関係ではまず、日米も日中も日㡑も部そ

うですけれども、ㄢ題もྵめて話し合うため

のテー࡙ࣝࣈくりをします。日米の関係では、

日米地༠ᐃの問題もあれࡤ、ᬑኳ㛫の問題

もある。それをいきなりᬑኳ㛫だけ言ってし

まった。その進め方の問題で、࣓࢝ࣜにも

ᡞᝨいがあり、日本のᨻᗓのྛ┬ᗇ、እົ┬

もྠᵝでした。 
ᨻ権が発㊊して、日米のテーࣝࣈをసって

1 年㊊らずで、ᬑኳ㛫の問題が１回 2 回の

΅で解Ỵできるなんていうのはありᚓない話

ですが、㠀常にᛴࡂ過ࡂてしまった。日米関

係だけではないのですが、すてにわたって

ᛴࡂ過ࡂてしまったというのが民主ඪᨻ権の
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ኻᩋのきなせᅉだと思っています。基地問

題、沖縄問題で言えࡤ、過に期ᚅした。相

ᡭがあることですから、それをどういうࡩう

に࣓࢝ࣜとの΅のテーࣝࣈに㍕せて、話

し合っていくかということに⏝ពがないまま、

発言だけがどんどん進んでいってしまった。

期限をษってỴ╔することを㬀ᒣ⥲理が自分

で発言したので、㎡めࡊるをᚓなくなってい

くという。最初の民主ඪᨻ権のኻ⟇ですね。

もったいなかったです。 
 
㸱．ྡㆤᕷ㛗㑅ᣲの⤖ᯝἈ⦖の基地

問題のࡽࢀࡇ 

 
ྡㆤᕷ㛗㑅ᣲはṧ念࡞⤖ᯝに・・・ 

 
〇編集部： 

2 月 4 日のྡㆤ市長㑅ᣲでは、㎶㔝ྂ⛣設

に対する現職の市長が◚れましたね。㎶㔝

ྂの基地問題の展開をどのように見ておられ

ますか。 
●齋藤： 
ྡㆤ市長㑅ᣲは、私もよく▱る✄ᕊ進さん

がṧᛕな⤖ᯝになりました。ཤ年も一㐃の㤳

長㑅ᣲでḟࠎと「࢜ーࣝ沖縄」（※注㸳）と

いう人たࡕが㈇けていますから、たしかに

の㑅ᣲᢏ⾡ຊに問題ࡕの人た「ーࣝ沖縄࢜」

はあると思います。しかし、それ௨ୖにᨻ権

ഃのうが㈎ḧというか、ものすごいᅽຊ・

ᨷᧁで࢜ーࣝ沖縄ഃのೃ補者を◚っている。

だから⛅の沖縄県▱事㑅ᣲというのも㠀常に

ண᩿をチさないですね。 
今ᗘのྡㆤ市長㑅ᣲで当㑅したのは、㎶㔝

ྂ問題にゐれないೃ補者でした。しかも、ᬑ

ኳ㛫の⛣設について「県እ、ᅜእ」と言って

いる沖縄の公᫂ඪは、そういうことでೃ補者

のΏල▱（とࡕࡄ）Ṋ㇏さんとᨻ⟇༠ᐃをし

ました。 
それなのにᨻᗓの方は、もういかにも⛣設

が進んでいくみたいなことを言う。思議な

㑅ᣲで、周りは㎶㔝ྂの⛣設でྍ㑊みたい

な⤖ᯝと思っているけど、ᐇ㝿はそうではな

く、く争点にならなかった。しかしった

ᨻᗓの方は、再編㔠を出しましたとか、

そのᑂุでもうすでに㎶㔝ྂ⛣設は 2. み

たいなཷけ止め方をする。これは問題です。 
 
〇編集部： 
㑅ᣲሗ㐨では、㎶㔝ྂを争点にしたのは本

ᅵから行った運動ᐙの人たࡕだ、との見方も

ありますが。 
●齋藤： 
それは、㑅ᣲ対⟇本部などを限ᐃ的にᣦし

ているのではないかと思います。ྡㆤ市だけ

ではなく、⩝長㞝ᚿ▱事が当㑅してから、ᐅ

㔝‴市（201� 年 1 月 24 日）、ᾆῧ市

（2017 年 2 月 12 日）、うるま市（2017 年

4 月 23 日）といくつか㑅ᣲがありましたが、

ඹ通しているのはᨻඪが๓㠃に出ないことで

す。市の市民㑅対みたいのがあって、本ᅵか

ら来た人たࡕは「ᛂする」いうことになり

ます。私の目で見ると、㐃ᖏはもࡕろん、地

域の人たࡕはಶでつながっているのですが、

㑅ᣲ運動で、㑅ᣲᢏ⾡ୖの㐃係ࣞࣉーがᙅい

というのがありました。部を見Ώした㑅ᣲ

参ㅛというか、そういうものが㠀常にḞけて

いた。 
ྡㆤ㑅出の⋢ᇛ⩏和さんという県会議員が

一年亡くなったんです。ᙼはずっと県会議

員で、㏵中でྡㆤの市長㑅ᣲに出て、ᩋし

ましたが、再び県議に当㑅します。私は市会

議員時代にᐅ㔝‴で自治体ᨻ⟇集会をしたと

きから、ずっとᙼと௰がⰋかったので、ᅜ会

議員になってからも࣡ࢩントンに一⥴に行き

ました。ᙼが✄ᕊさんの最初の㑅ᣲとか㑅ᣲ

参ㅛになって、いろんな㑅ᣲも࢜ーࣝ沖縄を

まとめていたんですが、そういう㔗㓄をする

人がいなくなってしまった。ᙼがいれࡤ、い
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ろんな㑅ᣲももう少し何かできたのではない

かと思います。 
ただ、私は「࢜ーࣝ沖縄」が㈇け⥆けてい

るのは、そういうことではないだろうと思っ

ています。今のྡㆤでも、� から 7 は⛣

設対なんです。ですから㑅ᣲᢏ⾡やྡㆤの

市民に対し「何で㸽」という問いかけをする

ことが⏦しヂない。そこまで㏣い㎸んでしま

っているということを、私たࡕはཷけ止めな

けれࡤいけません。 
 

Ἀ⦖の基地問題にࡁ࠺ྜࡁྥ࠺・・・ 

 
〇編集部： 
本ᅵでᬽらす私たࡕは、これから沖縄の基

地問題にどうྥき合えࡤよいのでしࡻうか。 
●齋藤： 
それは多くのᅜ民のⓙさんも考えなけれࡤ

ならないけれど、ᨻ治の㈐௵が最たるもので

す。沖縄の問題として、༢⣧にᬑኳ㛫の⛣設

先の問題として≉するのではなく、本来は

࣓ࣜの基地の問題ですから、まず࣓࢝ࣜ

ならない。日米で合ពࡤに考えさせなけれ࢝

をしていることは☜かだけど、もう一回問い

㏉しをしなけれࡤならない。そういう発が

なけれࡤ、๓進しないですよね。 
 
〇編集部： 
先どの日米の対等な関係で、ということ

ですね。 
●齋藤： 
それはもう一ᗘ、日米再༠議をしろという

ことだと思いますよ。在日米軍基地がᢚ止ຊ

なのかどうかということも、まず日本ᅜ内で

考えれࡤいいわけです。ࡴしろ、基地がある

こと自体がᅜ民の生・㈈⏘を༴㝤にさらし

ている、という理解にᨻ治が立つか立たない

か。ᮅ㩭༙ᓥ問題もそうです。 
中ᮾやイࣛクで戦争があったときには、

ᡭ⣡や୕ἑからも⇿ᧁᶵが行く。後方から、

㐲いところから行くわけですよね。こんなに

中ᅜと近い㊥㞳で、在日米軍基地が役をᯝ

たすことはないわけで、中ᅜとのせめࡂ合い

のため、というのはまったくࡤかࡤかしい話

です。しかも沖縄のᬑኳ㛫基地はᾏ兵㝲です。

ᾏ兵㝲は、第 2 ḟୡ⏺戦などの記㘓ᫎ画

でもあるように、かつては先㐵㝲となりその

後から飛行ᶵが行ったりしていたんですが、

今の戦争では、ࣆン࣏イントで↓人飛行ᶵが

行き、後から㝣軍が行ったりするわけです。

それもὒୖのうにⰄ⯪がいて、Ⰴ⯪から飛

行ᶵが行く。 
今の沖縄にいるᾏ兵㝲もᮾ南ࢪ体を

ࣟーテーࣙࢩンで回って、自分たࡕのカ⦎等

でᚓた▱識で、ᩍ⫱により地域活動をしてい

るんです。だから、ᬑኳ㛫に⨨いておくᚲせ

はなにもない。ᕞやどこかにᣢっていくᚲ

せもない話です。 
そういうࣟࢪックを一ᗘỴめたからᏲらな

くてはいけないということではなく、⩝長▱

事の主ᙇは、もう一ᗘ日米で再༠議してくだ

さい、ということだと思います。沖縄で「᎘

だ」というものを、どこもཷけධれるわけが

ないのだから、事なのはᨻ治の㈐௵です。

一ᗘỴめたらኚえられないんだという思考

止に㝗った今のᨻ権に対し、一ᗘᨻ権を⤒㦂

して分ᩓした人たࡕが、もう一ᗘり㏉って

ᥦするような、そういうᨻ治にしなきࡷい

けないですね。 
 
〇編集部： 
「今の体制がありき」のᨻ権が᭰わらない

と、この問題は๓に進まないですね。 
●齋藤： 
だから㔝ඪのຊがᚲせですね。民進ඪも分

しましたけど、最近の論戦を見ていると、

憲法問題や地༠ᐃ問題では⤖ᵓඹ通㡯があ

る。ᨻඪが一⥴になるにはいろいろあると思

憲法施行から70年、いま改めて平和の観点から改正論議を問う　　7
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うけれど、ᨻ⟇ඹ㜚してຊになって、㔝ඪで

㔝ඪእをしていく。࣓࢝ࣜに行っていろ

いろ話をするのもいいかもしれないし、中ᅜ

に行って話をするのもいいだろうし、ᵝࠎ、

近㞄と話し合って見つめてくる、見つめて問

い┤しをしてくる。そういうところでまた、

ᅜ民のⓙさんがそういう㔝ඪのຊが正しいと

いうときにಙ㢗をᚓて、ᨻ権をసり᭰えてい

くということだと思います。 
 
〇編集部： 
 沖縄という地域の今後をどう見ていますか。 
●齋藤： 
沖縄にはẖ月のように行っていますけれど、

ほගᐈ、イン࢘ࣂンドで㠀常に活ຊがありま

すね。ྎ‴からも中ᅜの本ᅵからも、タイか

らも㠀常にたくさん、もࡕろん日本の本ᅵか

らも㠀常にほගᐈが多い。これからは▷期

在だけではなくて、さらに中長期在ᆺのᨻ

⟇をすすめるというのが沖縄県の取り組みだ

と思います。 
㑣ぞからᮾிに来るよりも、ࣆࣜࣇンの

マࣛࢽに行ったうが᪩いし、ྎ‴とも㠀常

に近いところにあって、そういう⤒῭ᅪでの

活ຊを沖縄がసることが、また日本体にも

いいἼཬຠᯝをえるということでしࡻう。

基地問題はありますが、それをり㉺えて沖

縄の人たࡕは、いまࢠࣝࢿ࢚ッࢩュに取り組

んでいますよね。 
 
〇編集部： 
ᅪの᰾となるような⨨࡙けが῭⤒ࢪ

事ということですね。 
●齋藤： 
そうです。そういう中で㑣ぞの㉮㊰は自

⾨㝲とඹྠ運⏝していますから、ᑗ来的には

そういうのも㐪うところへ行ってもらって、

ᡭ⣡のあんなにきい㉮㊰も࣓࢝ࣜᑓ

⏝ではなくて、日本も使うとかとね。ᡭ⣡

の㉮㊰は、ୡ⏺最⣭で⩚田とかᡂ田とか

ẚ㍑にならないですよ。 
 
㸲．平和እの㔜せᛶ 

 
㡑ᅜの៘Ᏻ፬問題ゎỴにྥ࡚ࡅ・・・ 

 
〇編集部： 
官㑰で取り組まれた平和እのお話も聞か

せていただけますか。 
●齋藤： 
日㡑で、៘Ᏻ፬の方ࠎに関する本㉁的な和

解ができていない問題については、解Ỵは㞴

しいけれど取り組まなけれࡤといけないなと

いう思いがありました。ࡻࡕうど 2011 年 �
月に㡑ᅜの最㧗ุ所が、かつての㡑ᅜᨻᗓ

が取り組んだことに関して、日㡑で話し合い

をしなさいというุỴを出して（※注㸴）、

これが再びᨻ治ㄢ題になっていました。 
㬀ᒣᨻ権、Ⳣᨻ権の時にはく動きがなか

ったのですが、㔝田ᨻ権で私が関わった時は、

㡑ᅜはᮤ᫂༤ᨻ権で、እົ┬としっかり㐃ᦠ

を取ってやりました。一部ሗ㐨も出ています

が、もう少しᨻ権が⥆いていたら、៘Ᏻ፬問

題は合ពできた内ᐜだったんです。⥲理自身

が┤᥋៘Ᏻ፬の方にお話をする、あるいは⥲

理に代わって使がその方たࡕにお話をする、

心からのおルびを⏦しୖࡆるということでし

た。そして、そのṔ史に関しての検ドと㊊㊧

をṧしながら、後ୡ代につなࡆていこうとい

うことが、まずありました。そして最後に、

基㔠か何かお㔠の問題があるということで、

⥲理が言う言ⴥ、ᩥ言を㡑ᅜഃの⤫㡿≉使

と何回も話し合って、こういう言ⴥにしまし

らࡄうと、もうこれでいいですね、というࡻ

いまで来ていたんです。 
ところが、今ᗘは日本のᨻ治のうが、✺

ዴのඪ㤳討論でᾘ㈝⛯が問題になって、いろ

んなことで解ᩓという話になってしまった。
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うどḟ年ᗘのண⟬編ᡂもやっていた時期ࡻࡕ

で、来年ᗘのண⟬をỴめて通常ᅜ会が⤊わっ

てもう何か月かあれࡤという、そこまで行っ

ていたんです。衆議院議員としてᅜᨻᖐし

てからの私が、何とか取り組みたいと思って、

㡑ᅜの当ヱの人たࡕと㠀公ᘧに会ったり、㟷

⎰ྎに行って⤫㡿の⛎᭩官に会ったり、日

本ᅜ内の市民運動の人とも会ったりして、い

ろんな人たࡕと᥋ゐしていただけに、極めて

ṧᛕなことでした。 
今のᏳಸᨻ権は┿㏫のやり方です。しかし、

᰿本的に③みをཷけた方というのはいつまで

もᛀれない。そのことに、③みをえたう

は、いつまでもㅬにいかないといけないわ

けです。平和というのは、しみとか、㐪い

とかいうことを和らࡆたり、ࡄしたりして、

それを生まないような♫会をつくっていくと

いうことです。もしそういうことがあったら、

それを改めていくということがᚲせだし、そ

の時代、過ཤを▱らない人にはそれをఏえて

いくことがᚲせです。 
しみや㐪いをᙉㄪして、今も⥅⥆してい

る࣊イトスࣆーࢳの問題や、あらࡺる人権の

問題も、争う原点は、↓▱とかおいの↓理

解、しみがしみを生ࡴということですか

ら、それを現代♫会の中でసらないように

していくというのが、身近な平和に対するࡄ

取り組みだと思います。かつての戦争のこと

をఏえていくດຊもᚲせでしࡻうけれども、

今㉳きていることに関しても、なࡒらえて話

し合って理解しようということが、ᮍ来につ

ながっていくことなのだと思いますね。 
 
㸳．᠇ἲᨵ㑅ㄽ㆟の㆙㚝 
 
ᡓத࠺࠸࠸࡞ࡋࢆᅜに❧࡚ࡗ・・・ 

 

〇編集部： 
現在進行形の憲法改正論議に「平和」のほ

点からᥦ㉳すき考えをお聞かせください。 
●齋藤： 
憲法 9 ᮲の自⾨㝲の㡯をධれるかどうか

という話では、自⾨㝲はみんなᚲせだからい

いࡷࡌないかと、なんで問題なんですかとい

う༢⣧な問いかけをしてᅜ民ᢞ⚊に⮫んでく

るということが༑分考えられますよね。いま

ୡ論ㄪᰝの中でも、それでいいんࡷࡌないか

というのがୖ回っている᪂聞ୡ論ㄪᰝ⤖ᯝも

あるわけでᛧいところです。 
 
〇編集部： 
自⾨㝲というᏑ在が、今は⅏ᐖ時ὴ㐵での

イ࣓ーࢪがᙉく、ຓけてくれる自⾨㝲は事

と思う一⯡市民の感ぬもあります。その先に

戦争があるというീはし㞴いですよね。 
●齋藤： 
⫼景には、もしが一ࢧ࣑イࣝでも飛んで

きて、というᮅ㩭問題のᜍᛧ心を↽られて

いるところがありますね。その時のᨷᧁ対象

で原Ꮚຊ発㟁所に来たら、もうኚなことに

なる。ᗈᓥ・長ᓮとはẚ物にならない≧ἣ

になるので、そうだとすれࡤなぜ原Ꮚຊ発㟁

所があるのかを問い┤してみる。在日米軍基

地も、米ᮅ対立ということになれࡤ当↛のこ

とながらᶆ的の対象になる。それは日米Ᏻಖ

᮲約の問題とつながっていく話です。 
それらがなけれࡤᨷᧁにᕳき㎸まれるᚲせ

がないので、なんでそういうところがᚲせな

のかということをもう一ᗘ私たࡕ自身が問い

かけをしていく。そしてたどりつく᰿本の問

題を解ᾘするのがእですが、それがこの㛫

くᯝたされなかった。民主ඪᨻ権では、

ᮾࢪ㠀᰾地ᖏをసりましࡻうというᵓ

もあった。しかし、先ど言ったように日米

関係がおかしくなってしまった。 
日本のṔ史のṌみからいえࡤ、民主ඪᨻ権

であろうと、自民ඪᨻ権であろうと戦争をし

ないという憲法はᅜなんですよね。いま

憲法施行から70年、いま改めて平和の観点から改正論議を問う　　9
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ᮅ㩭問題で、来るࡒ、来るࡒと言うけれど、

なぜྥこうがᨷᧁしてくるんだろうといった

ときに、わがᅜに在日米軍基地があるからと

いうことにもなってくる。そうしたら、その

ことをもう一ᗘ、日本自身が問い㏉していく。 
方㡿ᅵ問題でも、日ࣟ΅の中で、㏉㑏

したら在日米軍基地どうするんですかとࣟࢩ

から言われているのに、日本ഃは⟅えられ

ないですね。ᮅ㩭༙ᓥ問題も、方㡿ᅵ問題

も、沖縄も、部ྠࡌᅵಥですよ。༢に沖縄

問題は沖縄問題、日ࣟ問題は日ࣟ問題でない、

ᮅ㩭も㐪う。そういうことをみんなで問い

㏉していけࡤ、部わかってきます。 
そのうえで、何をしなけれࡤならないかと

考えたときに、より㧗ᗘなṊჾをつくってഛ

えましࡻうというࢧ࣑イࣝ㜵⾨ࢩステムはኻ

ᩋ⟇です。࣓࢝ࣜだってኻᩋࡤかりしてい

る。ࢧ࣑イࣝをࢧ࣑イࣝでᡴつなんていうࡤ

かࡤかしいことはやめましࡻう、ということ

をもっと言わなけれࡤならないですよね。 
 
〇編集部： 
いまお話にあったような平和とእとの問

題のつながりが、何か一つのストーࣜーとい

うか、体の「見取りᅗ」のように見えてく

ると、私たࡕもᗈい視㔝に立った見方ができ

そうなẼがします。ሗ㐨等の事象ࡤかり╔目

すると、問題を▷⤡的にᤊえがࡕですね。 
●齋藤： 
ᮅ㩭の問題もᩛ視はよくない話です。⊂

であろうが、ᅜを⤫治するのはᅜ民がỴめ

る話だし、ᮅ㩭とのᅜも日本と࣓࢝ࣜ

とࣛࣇンスなどいくつかの主せᅜはありませ

んが、ୡ⏺ではᅜがあるᅜのうが多いわ

けですね。だから制問題にᚑうとか、ᚑわ

ないとかᮅ㩭の代⾲がᅜ㐃に出て議論する

わけです。 
日本も、小Ἠ⥲理の時に日ᮅ平ተ宣言を⤖

んで（※注㸵）10 年௨ୖ⤒ࡕましたけど、

いまも平ተ宣言が生きているということは現

ᨻ権もㄆめている。日ᮅ平ተ宣言では、ᅜ

がある日㡑とྠࡌようにしますよということ

を宣言したわけです。ところがᢼ⮴問題でࢲ

࣓になっࡷࡕった。ᢼ⮴問題を解Ỵするには、

日本⊂自のさまࡊまなࣕࢳンࣝࢿを使ってや

らなけれࡤならないのに、それをただ「㡹ᙇ

ります」ということになっている。 
一方で、日本ᨻᗓが㧗等ᩍ⫱に対するᅜ㈝

ຓᡂをしていく中で、神奈川県もそうですが、

ᮅ㩭の方たࡕのᏛᰯではᩍえているものが問

題だとか、いろいろと⩏をとなえて補ຓ㔠

をストッࣉするような、身近なところでᮅ㩭

༙ᓥ問題があります。 
さらに県内を見Ώせࡤ、ᗙ㛫の米軍基地が

ྠ時にᅜ㐃軍のྖ令部でもありました。

（1957㹼2007）ᮅ㩭༙ᓥでは、ᯈ㛛ᗑのとこ

ろにఇ戦༠ᐃでᅜ㐃がありますが、在日米軍

基地にも 3� ᗘ⥺があってᅜ㐃がある。身近

なところにᮅ㩭༙ᓥの問題があるんですね。 
 
㸴．ࡈ࠸ࡉに 

 

ḟୡ௦にఏࡇ࠸ࡓ࠼・・・ 

 
〇編集部： 
最後に、これまでのご自身の⤒㦂を㋃まえ

て、ḟୡ代にఏえたい平和問題の視点や取り

組み方などをお聞かせください。 
●齋藤： 
私の主ᐓする勁ⲡሿでは、ⱝいᨻ治ᐙの人

たࡕや、これからめࡊす人たࡕに一⥴にᏛん

でしいなという思いから、ᮾிや横浜でຮ

ᙉ会をやっています。そこでのእ的なᶵ㍈

は、ᮾࢪの平和ということですね。先

日は、日中ᅜ回 45 周年で中ᅜ使㤋か

らおᣍきしたり、ูのᶵ会には࣊イトスࣆー

 。ていますࡆの問題も取りୖࢳ
それから私は、ࣔンࣝࢦのᅜのṔ史とかᡂ
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り立ࡕとか㠀常に⊂≉のṌみをしていまして、

ࣔンࣝࢦとのὶも⥆けています。現ᨻᗓも

ࣔンࣝࢦをᢼ⮴問題の取り組みということで、

いろいろ期ᚅをしていますが、ࣔンࣝࢦは民

主ᅜᐙとして約 20 年⤒ࢩࣟ、ࡕと中ᅜと

いうᕧなᅜにᣳまれる中で、ᅜ㐃で㠀᰾

地域宣言をしました。㠀᰾地域はᅜ㐃がᢎ

ㄆするんですけれども、一ᅜだけで㠀᰾地域

をつくるというのはࣔンࣝࢦが初めてのヨみ

でした。 
ᡃࠎは、☜かに᰾のചとか、日米原Ꮚຊ༠

ᐃとかありますけれど、日本自身がᗈᓥ・長

ᓮに原Ꮚ⇿ᙎをᢞୗされたということもྵめ

て、᰾兵ჾはだめなんだということが㦵の㧊

までධっています。そういうពで今、ᮅ㩭

༙ᓥの㠀᰾の問題は、日本がࣔンࣝࢦの取

り組みをᏛんでいくきですね。 
ᮅ㩭は、☜かにᅜ㐃のỴ議を㐪してい

る部分はあるかもしれないですが、それをኌ

㧗に㠀㞴するよりも、その原点にあるものを

見出していくのが日本の役でないかと思い

ます。近㞄のᅜࠎのṌみ、わがᅜ自身のⱞ㞴

のṌみを考えれࡤ、ᮅ㩭をᏙ立させるこ

とは㠀常に༴㝤だなと思っています。そうい

うことを≉にᨻ治ᐙの人たࡕにᏛんでしい

ですね。 
戦後の憲法ができたときは、戦๓戦中を▱

るୡ代が論議しました。しかし 70 年⤒つと

今の日本ᅜ憲法をసった戦中戦後のⱞ労をず

っと▱る人たࡕが、ṧᛕながらいなくなって

くる。私が参院議員になったのが 1995 年で、

自♫さᨻ権の時ですが、憲法とか平和に対す

るඹ通㡯があったんですね。先日亡くなった

㔝中ᗈົ先生も、沖縄が地ୖ戦の最たるもの

となったᝒなⱞしみというのも、みんな⫙

身で▱っているから、本当に心のᗏから沖縄

に対するさまࡊまな思いというのも体現する

ᨻ権のጼがありました。ୡ代がだんだんኚわ

ってそういうことを思わなくなってきている。 

それは近㞄እにもつながっていくであろ

うし、᰾問題にもつながっていくだろうし、

そういうことをᨻ治ᐙがもっとしっかりຮᙉ

していけࡤ、憲法 9 ᮲改正というようなこ

とにはỴしてならないはずだと思いますね。 
 

〇編集部： 
ୡ代を㉸えたඹ通理解として、どこまで῝

められるのかがきな࣏イントですね。 
●齋藤： 
先どの៘Ᏻ፬問題でいうと、日本がᮅ㩭

༙ᓥとかࢪを␎していたころのことで

すよね。そして 1945 年、私が生まれた年に

ᩋ戦を㏄えて、ࢲࢶ࣏ム宣言をཷㅙした後も

‶がࢩࣟ、ーࣜ号での᮲約までの㛫にࢬ࣑

ᕞからずっとᨷめてきて、そして、ᮅ㩭戦争

に⧅がるわけです。 
今ᗘの平ᫀࣜ࢜ンࣆックで、ྠࡌ民᪘ྠኈ

が⤫一ࢳームになるということについて、な

んで分᩿ᅜᐙになったんだろうかという、ご

くᬑ通の問いかけをしていく。ࣜ࢜ンࣆック

で࣓ࣝࢲを取った活㌍は☜かにス࣏ーࢶの⚍

ですからᚲせでしࡻうけれども、ࣜ࢜ンࣆ

ック憲❶の中には平和を求めていくと、ࡷࡕ

んと᭩いてあるので、平和目的に使っていい

わけですよ。 
ୡ⏺が、ᮅ㩭༙ᓥが 2 つの地域、ᅜྠኈ

になっているということをもう少しきくໟ

んで、見Ᏺる。そして᰾がないものにするた

めに一番事なのは、かつて␎していった

日本が役をᯝたさないといけない。日米関

係はあるかもしれないけれど、戦争になって

ኚなのは日本なんです。Ṕ史はずっとつな

がっていますから、過ཤを見て今も見て、ᮍ

来をㄒるということになる。それはᨻ治ᐙだ

けの役だけでなく、私たࡕ一人一人もテࣞ

ビを見ながら、ほ戦しながら⬚が③ࡴ思いを

していくということが事なんでしࡻうね。 
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〇編集部： 
沖縄の話でも、⩝長▱事が⌰⌫ฎ分まで㐳

って、日本でたびたびษりᤞてられてきた地

域のṔ史をㄒられたことは印象的でした。 
●齋藤： 
いま 1+. のἙドࣛマで「す㒓どん」を

やっていますが、⌰⌫ฎ分で沖縄県になる๓

は、⌰⌫ᅜとして、⌰米᮲約とか、⌰⹒᮲約

とか、ᅜとしての立ሙがあったんですよね。

それを᫂治ᨻᗓが↓視して、日本にే合した

わけです。ే合されたとき、⌰⌫ฎ分が出て

から、いたたまれない人たࡕが࣡ࣁイに⛣民

していくんですね。1��� 年に横浜 からࣁ

࣡イに行ったときは、沖縄の人はいないんで

すが、そのあとから行くんですね。そこから

150 年という今年は節目です。 
そのあとは、戦争の⚝にධっていくわけ

で、地ୖ戦の中で軍人よりも市民のうが≛

≅になるというᝒな戦争でした。その後は

の༨㡿ୗにおかれ、最後に日本に㏉࣓࢝ࣜ

㑏されて沖縄県になっていくわけです。当時

は⊂立だとか、さまࡊまな運動もあった中で、

沖縄県民の人たࡕは、いまの平和憲法のୗの

日本に私たࡕは参加していくということにな

った。しかし、ᩋ戦で、㖠とࣝࣈドーࢨー

といわれるように米軍基地がసられて௨来今

日まで、ᵝࠎな⿕ᐖがある。平和憲法のもと

にධっていったはずなのに、米軍基地はある

ままで⿕ᐖはたくさんある。 
そういうことが日本の中で、一番จ⦰され

た形で沖縄県のṔ史の中に今日まであるとい

うことです。 
 
〇編集部： 
過ཤを↓視してᮍ来はㄒれないということ

なのでしࡻうね。 
●齋藤： 
勁ⲡሿではいろんな人の話を聞いているけ

ど、私は近現代史をあらためて一所ᠱᏛん

でいます。Ṕ史を見るときには、いろんなゅ

ᗘから見ることが事だろうと思います。 
憲法もいろんな本をㄞみ┤していますが、

身近なところで、私たࡕがᵝࠎな形でつなが

っていることを、まずㄒり合うことがᚲせで

すね。日ࠎのᬽらしの中からということだろ

うと思います。 
 
〇編集部： 
本日は長時㛫、ありがとうごࡊいました。 
 

�インタビューᐇ施：201ࠑ 年 2 月 23 日、

：神奈川県地域労働ᩥ会㤋、聞きᡭ：㇂本

᭷⨾Ꮚ（神奈川自治研センター研✲員）ࠒ 
 
 
※注 �：「戦車阻止㜚争」とも⛠される。���� 年 �

月 � 日、0�� 戦車を積んだトࣞーࣛーが横浜市神

奈川区の村雨橋の重㔞制限 ���� トンを㉸えてい

るため、市長権限で通行をチྍせず、戦車は相模

原補給廠にᘬき㏉した。 

 

※注 �：���� 年 � 月改正の車両制限令では、制限を

㉸える重㔞やᖜの車両が市㐨を通る㝿に市長チྍ

がᚲせとされていたが、戦車阻止㜚争後にᨻ令改

正され、米軍車両はその㐺⏝እとなった。 

 

※注 �：���� 年 � 月 �� 日にイーࢪス駆㏲Ⰴࣇッ

ࣇドが、ఀ㇋༙ᓥ・▼ᗯᓮの南ᮾ沖で࢙ࣝࣛࢪࢶ

 。ンテナ⯪と⾪✺事ᨾを㉳こしたࢥン⯪⡠のࣆࣜ

 

※注 �：㥔␃軍労働組合の␎⛠。在日米軍基地で

働く人たࡕの労働組合。 

 

※注 �：沖縄県内において㑅ᣲ༠ຊ・ೃ補者ㄪᩚ・

⤫一ೃ補᧦立を行っている㑅ᣲ活動・ᨻ治ໃຊを

ᣦす。ྡ⛠には「㎶㔝ྂ⛣設に対するᅽಽ的な

県民ୡ論の元でಖᏲと革᪂のቨをり㉺え、沖縄

が一⮴ᅋ⤖する」というពがこめられている。 

 

※注 �：「日本軍៘Ᏻ፬」らの日本ᨻᗓに対する㈺

ൾㄳ求権の日㡑での解㔘をめࡄる争いについて、

㡑ᅜᨻᗓが問題解Ỵのためにᡭ⥆きをᒚ行しない

ことが憲法ୖの基本権をᐖするとの㐪憲Ỵᐃを

㡑ᅜ憲法ุ所がୗし、これをཷけた㡑ᅜᨻᗓが

���� 年 � 月に日本ᨻᗓにᨻᗓ㛫༠議をᥦした。 

 

※注 �：���� 年 � 月 �� 日の平ተでの日ᮅ会ㄯで合

ពした宣言。���� 年 �� 月中に日ᮅᅜ正常

΅を再開することが┒り㎸まれている。 
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年 国内外の動き 斎藤つよし氏の歩み

　4月　JR福知山線脱線事故
　9月　郵政民営化法案否決を受けて解散、第44
　　　　回総選挙。与党が３分の２の議席獲得。
　9月　小泉純一郎第３次内閣発足
10月　郵政民営化関連法が成立 　９月　衆院選神奈川11区で小泉総理と対決する

　　　も及ばず

　5月　日米政府は2014年までに辺野古移設完了を盛
　　　　り込んだロードマップに合意
　9月　安倍晋三第１次内閣発足
11月　沖縄県知事選　仲井真氏初当選

　７月　第21回参院選で自民惨敗 　７月　参院選比例区に立候補するも落選（2012
　７月　新潟中越沖地震発生 　　　年繰上当選通知を辞退）
　9月　福田康夫内閣発足

　２月　韓国大統領に保守派の李明博氏就任
　７月　北海道洞爺湖サミット開催
　9月　麻生太郎内閣発足　リーマンショック

　1月　バラク・オバマ氏アメリカ大統領に就任 ８月 比例南関東ブロックで衆院議員に当選
　8月　第45回衆院選　民主党圧勝で政権交代 民主 　　　　（～2012年）
　　　　党鳩山代表は普天間基地移設は最低でも県外
　9月　鳩山由紀夫内閣発足

　１月　名護市長選で辺野古移設反対の稲嶺氏当選 　３月　衆院外務委員会で沖縄に関する密約問題
　5月　鳩山首相会見 普天間飛行場移設に関し移設先 　　　　を取り上げる

　　　　を辺野古とする日米合意を発表 　9月　英国訪問　イラク戦争検証委調査

　６月　菅直人内閣発足　 　９月　国会対策委員長代理就任　
　6月　菅直人首相、消費税10％の引き上げに言及 　
　７月　第22回参院選で民主党大敗　ねじれ国会へ
11月　沖縄県知事選　現職の仲井真弘多氏再選　

　３月　東日本大震災発生 １月 米国ワシントンのシンクタンク訪問
　６月　菅直人内閣「不信任決議案」否決 　9月　内閣官房副長官就任　
　9月　野田佳彦内閣発足 　閣内での主な行動日誌
11月　大阪ダブル選挙で「大阪維新の会」圧勝 2011年
12月　北朝鮮の金正日総書記死去で後継に正恩氏 　　９月　沖縄県訪問

10月 日韓首脳会談同行（ソウル）
　11月　ASEAN首脳会議同行（バリ島）
　12月　沖縄県訪問
　12月　日韓首脳会談同行（京都）
　12月　沖縄県訪問

12月 日中首脳会談同行（北京）
12月 モンゴル国大統領と会談（ウランバートル）

2012年

　1月　野田佳彦第1次改造内閣 　　２月　沖縄県訪問

　6月　野田佳彦第2次改造内閣 　　3月　核セキュリティーサミット同行（ソウル）

10月　野田佳彦第3次改造内閣 　４月 韓国訪問（ソウル）
10月　米海兵隊、岩国飛行場から普天間飛行場へオ 　４月 日米首脳会談同行（ワシントン）
　　　　スプレイの配備始める 　　５月　日中韓首脳会談同行（北京）
11月　野田首相、党首討論で安倍総裁に対し議員定数 　　５月　沖縄返還40周年記念式典同行
　　　削減法案に協力するなら衆院解散すると明言 　　６月　沖縄県戦没者追悼式同行

　　９月　APEC同行（ウラジオストック）
10月 カンボジア首相と会談（プノンペン）

　10月　ダニエル・イノウエ米国上院議員と会談
　　　　　（官邸）
　10月　沖縄県訪問　米兵による女性暴行事件
　　　　　で、政府の対応を説明

12月　第46回衆院選　自・公圧勝で政権交代 　11月　ASEAN首脳会談同行（カンボジア）
12月　安倍晋三第３次内閣発足 この間、東日本大震災地、台風被災地を数多く訪問

12月　衆院選で山梨１区に出馬するも落選

国内外の動きと斎藤つよし氏の歩み

2012

2007

2011

2005

2006

2008

2010

2009

内閣副官房長官として、従軍慰安婦問題の打

開案作成に関わり、数度にわたり韓国側と交渉。

惜しくも間もなく成案をみるという時に衆議院が

解散してしまった。

1945年横浜に生まれ、中学卒業後、横浜市役所に

就職、働きながら高校、大学卒業。1987年に横浜市

議、1995年に参議院議員に当選、2001年に再選。

憲法施行から70年、いま改めて平和の観点から改正論議を問う　　13
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　3月　中国国ܼ主席に፼ᡈ氏 　4月　法政大学大学院ܲ員（～2016ᵌ3）
　7月　第23回参院選　自・公圧勝 　8月　モンゴル国訪問
　8月　米軍がオスプレイを配備 　9月　ロシア訪問　学ᘐإ道会議（モスクワ）
　9月　2020年ٰʞの東京開催決定
12月　ཎ定ᅼ密保護法がࢍ行決により成立
12月　沖縄　仲井真知事が辺野古؈立১ᛐ

　1月　名護市長選で新基地設反対の稲嶺氏再選 　４月　「ќᒬؽ」設立記念ᜒ開催
　4月　消費税8％引き上げ 　5月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉݢ島ܱ郎氏）
　7月　閣議でᨼׇႎ自ᘓ権をᛐめるঙ法解٭ 　7月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉ௶ຓ協ʚ氏）
　　　　を決定 　9月　ἭノルルἧỹスティバルඬシンἯジウἲ出席
　7月　普天間飛行場代ஆ設設事業動き出す 　9月　モンゴル国訪問
11月　沖縄知事選で辺野古؈立反対の፷長氏が現職 10月　ќᒬؽἧỻーラἲ開催（ᜒࠖᾉދᑣ朝博氏）
　　　　をᄊり当選するも首相との会談はܱ現Ặず
11月　消費税再引き上げを1年Ҟ先ᡛりへ
12月　第47回衆院選　自・公が３分の２ឬả
12月　安倍晋三第３次内閣発足

　4月　安倍首相訪米 　2月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉႉᯓී氏）
　5月　፷長沖縄県知事訪米 　3月　米国ワシントン訪問
　5月　፷長沖縄県知事、ἃἙィ米大̅と会談 　6月　ќᒬؽ設立1周年記念ᜒ開催
　6月　衆院ঙ法ݙ査会でঙ法学者３人が安保法を 　　　　ᜒࠖにΨ外務Ⴞ主任分ௌ官の˱藤Ο氏
　　　　ঙ法ᢌ反とਦઇ 10月　ќᒬؽ　戦後70年を記念して連ዓᜒࡈ開催
　6月　選挙権の年ᱫを18ബˌ上とする改正公職選挙 　　　　第１のᜒࠖにᬟ日モンゴル大̅をਔく
　　　　法がӧ決 11月　ќᒬؽ　連ዓᜒࡈの第２開催
　8月　沖縄うるま市沖に米軍Ἢリق落 　　　　ᜒࠖに沖縄国ᨥ大学大学院Эජ博盛氏
　8月　安倍首相、中東ഭ訪戦後70年談ᛅを発表 12月　ќᒬؽ　戦後70年記念でリレー討論会開催
　9月　安μ保ᨦ関連法成立

　9月　安倍氏৲ᅚで自民党総裁に再選

　9月　マイἜンバーС度スタート
10月　፷長沖縄県知事、辺野古؈立の১ᛐ取消
11月　3年Ҟốりに日韓首脳が会談
12月　慰安婦問題日韓合意

　3月　民主党、維新の党と合්、民ᡶ党へ 　3月　リトアニア訪問

　3月　ᚃのブロἂ「保Ꮛט落Ẽた日本死ね」がදႸ、 　４月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉ൦野ԧ夫氏）
　　　　国会でも論議 　6月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉ上ᨺ彦氏）
　4月　༇本地震発生 　9月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉ山ӝʚ郎氏）
　5月　˙Ѭ࣓ઊサミット開催 12月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉݢ島ܱ郎氏）
　6月　イἀリス　国民৲ᅚでEᵳᩉ脱派勝М
　7月　第24回参院選　参院は改ঙѬ力が3分の2ឬに
　7月　東京都知事選、小൷ႊ合܇氏が当選
　9月　沖縄東沖に米軍戦᧭ૌએೞق落
11月　米大統領選でドἜルド・トランプ氏当選
11月　韓国ἣク・ク大統領辞任
12月　沖縄名護市海ެにオスプレイბ൦、大ᄊ

　1月　トランプ大統領と初の日米首脳会談 　4月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉЭජ博盛氏）
　2月　ౕӐ学טへの国ஊ地٥Ҳ問題発ᙾ 　７月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉᕜг氏）
　3月　ьᚘ学טのྎҔ学ᢿ新設問題発ᙾ 　9月　モンゴル国訪問
　5月　安倍首相、ঙ法改正ᨼ会に「2020年を新しい 10月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉ井英策氏）
　　　　ঙ法を行の年に」のメッセージ 12月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉݢ島ܱ郎）
　6月　σᜅ法、委員会決をとばし決ࢍ行で成立
　9月　ᐮ時国会ϔ᪽の衆院解散
　9月　ࠎஓの党ኽ成で民ᡶ分ᘷ　立ঙ民主党ኽ成へ
10月　第48回衆院選で与党３分の２を獲得
10月　沖縄東民ஊ地に米軍大Ἢリ不時ბ後໒上
12月　普天間の小学校校ࡊに米軍Ἢリのᆸ落ɦ

　2月　名護市長選、普天間移設ܾᛐのบφ知氏が 　3月　ќᒬؽ　ᜒ会開催（ᜒࠖᾉ横ែܑ弘氏）

　　　　現職をᄊる
2018

2015

2016

2017

2013

2014

モンゴル国は国ᨥႎに「一国᩼核地࠘」として১ᛐẰれ

ている。斎藤つよし氏は学Ỏ、交්をขめるため数度にわ

たりモンゴルを訪れ、Ẹの動は現נもዓけている。

一ᑍᅈׇ法人「ќᒬ会」を主ܸ。2014年４月に

調査・ᄂᆮ、ऴإ੩̓、人の発・Ꮛ成ሁにӼ

け設立してˌஹ、ᜒ会ở૨ࡉカἧỹなỄ、取りኵ

みをዓけている。

上記ᜒ会の˂、月１回、都内ݢ島૨

をこれまで「カἧỹの会ࡉ૨」内にấいてࡉ

23回開催している。

14　自治研かながわ月報 2018年4月号（No.170）
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 2018 年 1 月 19 日神奈川県地域労働ᩥ会㤋において、神奈川県地方自治研✲センター2017 年

ᗘ第㸰回神奈川ま࡙ࡕくり研✲会が開ദされ、㬆㛛ᩍ⫱Ꮫᩍᤵで神奈川自治研センター研✲員

の␊ᒣ㍤㞝氏より「公ඹ施設へのࢿー࣑ンࣛࢢイࢶのᑟධの現≧とㄢ題̿神奈川県内の事を中心

に̿」をテーマにごሗ࿌いただいた。本✏は、そのሗ࿌内ᐜをもとに編集部にて原✏をసᡂし、

␊ᒣ氏が修正・加➹したものである。 
 
はࡵࡌに 

 

もともと私がᑓ㛛にやっていたのはㆤಖ

㝤の研✲で、今でも地域ໟᣓࢣについて୪

行してㄪᰝ研✲を進めている。ࢿー࣑ンࣛࢢ

イࢶ（௨ୗ、「NR」と⾲記。）の研✲を始

めたのは、2005 年から 2008 年まで神奈川

自治研センターで研✲員としておୡ話になっ

ていた時に、ࡻࡕうど日⏘スタࢪムが NR
をᑟධし始めた後である。 
日⏘スタࢪムの事は、日本の公ඹ施設

で 3 番目の事である。日本初の公ඹ施設

への NR ᑟධは、の⣲スタࢪムであり、

㧗㢠のዎ約㔠で話題となった。その後ᅜ内で

NR がቑ加し始め、なぜこのようなことが㉳

こっているのかと問をᣢࡕ、研✲員時代に

いろいろㄪ始めたのが研✲の始まりである。

当時『自治研かながわ月ሗ』2008 年 2 月号

に論ᩥを᭩いたが、公ඹ施設の NR にはま

とまった⤫ィがなく、ᐇ㝿にᅜでどの⛬ᗘ

あるのかもわからないため、その後、ᅜの

自治体を対象としたンࢣートㄪᰝをᐇ施し

た。その⤖ᯝは『自治⥲研』（2014 年 1 月

号）にᥖ㍕されている。 

NR は、いまは行ᨻの⊂᩿によりᐇ施して

いるが、その㎶をもう少し考えていくᚲせが

あると考えている。方、ま࡙ࡕくりのほ点

からいうと NR ᑟධの一番きな࣓ࣜット

は、自治体に┈がධるということがある。

平ሯ市や横浜市などでは、ス࣏ンࢧー企ᴗが

一⥴に༠㈶事ᴗをやって、ま࡙ࡕくりにもᐤ

するような話もあるため、Ⰻい㠃と考えな

けれࡤいけない㠃と両㠃からお話をしていき

たいと思う。 

20�� 年ᗘ第㸰回神奈川࡙ࡕࡲくり研究（20�� 年 � ᭶ �� ᪥） 

 

πσ施ᚨồのὊἱὅἂἻỶのݰλのྵཞểᛢ᫆ 

̿神奈川県ෆのࢆ୰ᚰに̿ 

㬆㛛ᩍ⫱Ꮫᩍᤵ㸭神奈川自治研センター研究ဨ ␊ᒣ㍤㞝

報告中の畠山氏 

公共施設へのネーミングライツの導入の現状と課題　15

報告中の畠山氏
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 は（㹌㹐）ࢶࣛࢢン࣑ーࢿ．１

 
���公ඹタの㹌㹐 

、という言ⴥ自体は「ࢶイࣛࢢン࣑ーࢿ」

ⓙさんもお聞きになったことのある言ⴥと思

うが、ල体的にどのようなものかをごᏑࡌな

い方もいると思うので、ᴫᛕ等を最初にㄝ᫂

する。 
日本のሙ合は、もともと㈈ᨻ㞴の地方自治

体における公ඹ施設の⟶理運Ⴀ方法としてᣦ

ᐃ⟶理者制ᗘによる⤒㈝๐ῶ⟇があり、さら

に NR ᑟධにより㈨㔠⋓ᚓもできるのでは

ないかという話から始まっている。NR とい

うのは、日本ㄒでは「施設ྡ権」とヂされ

ることが多いが、せは、施設のྡ⛠を企ᴗに

༷して㈨㔠をᚓる方法である。たまに຺㐪

いされている方もいて、施設自体を༷して

しまっているというㄗ解もあるが、そうでは

なく、公ඹ施設のྡ⛠を企ᴗ等に༷してそ

の対౯として㈨㔠をᚓるという方法である。 
もともとは࣓࢝ࣜ合衆ᅜが発⚈で、

1973 年にࣂッࣟࣇーにある࣓࢝ࣜンࣇ

ット࣎ーࣝ（NFL）のࢳームのスタࢪム

で最初にᑟධされたものである。 
日本のሙ合は、᪤Ꮡ施設に NR をᑟධし

ているࢣースが多いが、もともとは施設のᘓ

設時、もしくは改⠏時における㈨㔠出⟇と

して始まったものと言われている。日本では

民㛫の施設では、すṊ㕲㐨所᭷のᮾఅ見イ

スࣜーナで 2000 年にᑟධされたのが始ま

りだった（ࢲイドードࣜンࢥイスࣜー

ナ）。公ඹ施設では、現在 J ࣜーࢢの FC ᮾ

ிとᮾிࣦࢹ࢙ࣝ 1969 の࣍ームスタࢪ

ムになっているᮾிスタࢪムのྡ⛠を、

2003 年にの⣲が㉎ධし、の⣲スタࢪ

ムとしたのが初めてであり、そこからᅜに

ᗈがっていった。 
ここであえて「公ඹ施設のࢿー࣑ンࣛࢢイ

と言っているのは、NR「ࢶ は公ඹ施設だけ

ではなく、民㛫所᭷の施設でも多く行われて

いるからである。ⓙさんがごᏑࡌのところで

言えࣟࣉ、ࡤ㔝⌫のࣜ࢜ックス・ࣂッࣟࣇ

ーࢬが࣍ームスタࢪムとしているிセࣛド

ーム㜰は、民㛫所᭷で公ඹ施設ではない。

また、ࢧッ࢝ーዲきの方ならごᏑࡌと思うが、

ࣟンドンにある࣑࢚ࣞーࢶスタࢪムは、

ーセナࣝというࢧッ࢝ーࢳームの所᭷物でこ

れも民㛫のものである。 
民㛫施設の NR は、企ᴗの⥲会で合ពが

ᚓられていれࡤ、く問題ないと思っている

が、公ඹ施設に関してはูで考えなくてはい

けない。 
たとえ࣏ࣜ࢝ࡤス࢚ットスタࢪムは、

ሯ〇⸆がス࣏ンࢧーとなっている施設でᚨᓥ

県㬆㛛市にある。ごᏑࡌない方も多いと思う

が、J2 のᚨᓥࣦ࢛ࣝテスの࣍ームスタࢪ

ムになっている。ここは、㬆㛛⥲合運動公

ᅬ➇ᢏሙという県の施設のྡ⛠をሯ〇⸆が

㈙い取って、㬆㛛ሯス࣏ーࣃࢶークにした

もので、その中に࣏ࣜ࢝ス࢚ットスタࢪム

とࣟ࢜ナ࣑ン C ⌫ሙとࢯイࣙࢪイṊ㐨㤋と

ࡂーࣝがある。また、あわ࣍ューࣜࣂノ࣑

ん࣍ーࣝというのは、ᩥ施設で㜿Ἴ㖟行が

ス࣏ンࢧーとなったものだが、このように公

ඹ施設にさまࡊまなྡ⛠がついている。 
なぜ私が民㛫施設と公ඹ施設とを分けてᤊ

えているのか。それは公ඹ施設が公᭷㈈⏘と

して、⛯㔠を使⏝してᘓ設しているため、ྡ

⛠ኚ᭦に対する住民合ពが事だと考えるか

らである。行ᨻは、NR は正ᘧྡ⛠ではなく

ឡ⛠だから行ᨻの⊂᩿でྡ⛠ኚ᭦を行えると

しているが、ᐇ㝿はとんど正ᘧྡ⛠のよう

に使⏝されており、ྡ⛠のみが⊂りṌきして

いる≧ែにある。後㏙のி㒔市のように地域

の႙ኻにもつながっているテンテࢹイ

ようなࢣースもあるため、公ඹ施設への NR
のᑟධについては、民㛫とは㐪ってしっかり

合ព形ᡂをᅗるᚲせがあるのではないかとい
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うのが私の考えである。 
 
�2�㹌㹐の࣓リ࣓ࢹ・ࢺࢵリࢺࢵ 

ḟに NR の࣓ࣜット・࣓ࣜࢹットについ

てᣲࡆる。まず࣓ࣜットをᣲࡆると、自治体

にとってやはり一番きいのは自主㈈※の☜

ಖである。ධを部、施設の運Ⴀ⤒㈝に┤

᥋使っているわけではないが、おおࡴね施設

運ႠのᏳᐃがᅗれる点が一つある。企ᴗに

とっては、ၟရྡや企ᴗྡが施設にくこと

で、それがマス࣑ࢥ等によって発ಙされてい

くことにより、ᗈ࿌፹体としての౯್をもつ。

ス࣏ンࢧー企ᴗに対する聞き取りㄪᰝによる

と、ᬑ通にテࣞビ CM をᡴつよりも᫂らか

にᏳ౯で、5㹼10 年というある⛬ᗘの期㛫、

ずっとྡ⛠が㟢出するため、ᗈ࿌としてはᏳ

いのではないかという話もあった。 
ᗈ࿌という㠃だけでなく、ᘓ๓ୖは自治体

の㈈ᨻにᐤするというពで、地域㈉⊩や

♫会㈉⊩がうたわれ、それで企ᴗイ࣓ーࢪの

ྥୖにもつながるということもいわれている。 
一方、自治体ഃの࣓ࣜࢹットをᣲࡆれࡤ、

後でゐれるように地域住民や施設⏝者から

の発が生ࡌるということがある。あとは、

ᮾᴦኳࢦーࣝࢹンイーࣝࢢスの࣍ームスタ

ーにࢧン࣏ムのように、ዎ約期㛫中にスࢪ

よる⚈事等が㉳きてイ࣓ーࢪが࢘ࢲンする

ことがある。ᴦኳのスタࢪムは、௨๓は日

本〇⣬クࣜࢿックススタࢪムᐑᇛだったが、

ス࣏ンࢧーが⚈事を㉳こして᧔㏥し、その

後、ᴦኳがス࣏ンࢧーとなり、ᗘ重なるྡ⛠

ኚ᭦が行われている。このような事がいく

つかみられる。 
企ᴗഃにとっての࣓ࣜࢹットとしては、施

設ྡ⛠がᐃ╔しなかったሙ合に、༢にዎ約㔠

をᡶっているだけで、㈝⏝対ຠᯝがపくなる。 
また、≉にス࣏ーࢶ施設にいえることだが、

ーのሙ合は࢝ッࢧ J1・J2・J3 のࣜーࢢがあ

り、ࢳームの᪼᱁や㝆᱁にకってマス࣑ࢥ等

に取りୖࡆられる㢖ᗘがኚわる。本ᣐ地とす

るࢳームのᡂ⦼にకって࣓ࢹの取りୖࡆ

方がኚわってくるため、ᗈ࿌ຠᯝがᏳᐃな

㠃がある。たとえࣘࣇ࢙ࢪ、ࡤナイテッド༓

ⴥ・市原や࢞ࢧン鳥ᰨのスタࢪムでは、࣍

ームࢳームが J1 にいる時と、J㸰にいる時

でዎ約㔠㢠をኚ᭦する事もある。 
横浜でも、ࢽッࢶ୕ࢶࣃἑ⌫ᢏ

ሙ（୕ࢶἑ公ᅬ⌫ᢏሙ）と日⏘ス

タࢪム（横浜ᅜ㝿⥲合➇ᢏሙ）

の㸰つに NR をᑟධしているが、

後者の࣍ームࢳームである横浜

F・マࣜノスは J１で、๓者の横

浜 FC は J㸰にいる。取りୖࡆら

れ方も␗なるため、ࢽッࢶࣃのྡ๓はとん

ど聞かない。そういうところでもᏳᐃᛶを

కっているということが一つある。 
 
㸰．ᅜの公ඹタの㹌㹐ᑟධ≧ἣ 

 ؐ㹌㹐に㛵ࡿࡍンࢣーࢺㄪᰝؐࡽ 

 

ᅜでどのような NR があるか。௨๓、

私がᅜの自治体へのンࢣートㄪᰝにより

公共施設へのネーミングライツの導入の現状と課題　17



 18

ㄪて『自治⥲研』の 2014 年 11 月号に㍕

せたもので、ࢹータとしては少しྂいが≧ἣ

をご☜ㄆいただく。 
まず、2017 年ᮎで約 180 の自治体、約

400 施設にᑟධ、もしくはᑟධをỴᐃしてい

るという≧ἣにある。なぜᩘᏐに「約」を

けているのかというと、NR については、᫂

☜な⤫ィがなく、私が 2012 年にᅜの自治

体に行ったンࢣートㄪᰝをベースにして、

あとは「G-Search」という᪂聞記事を横᩿

検⣴できるࢧイトで「ࢿー࣑ンࣛࢢイࢶ」と

いう༢ㄒを検⣴し、その᪂聞記事を部ㄞん

で加⟬した್なので、ᐇ㝿にはもう少し多い

ྍ⬟ᛶがある。ᩘᏐは、体このࡄらいで᥎

⛣しているということでごᢎいただきたい。 
᪂つ௳ᩘの᥎⛣（ᅗ 1）については、᧔㏥

した事もあるので、ᚲずしもこれを合ィし

たᩘが現在ᐇ施しているとは限らない。⤒年

で見ると、2003 年にᮾிスタࢪムで初め

てᑟධされて、1 年✵いた後にቑ加し、

2010 年๓後にⱝᖸするが、ここ 4㹼5
年くらいはさらにఙびている≧ἣにある。

2018 年のᩘᏐはዎ約がỴまっているだけで、

4 月からᑟධされる施設が多いので、まだ始

まっていないものもྵまれている。2018 年

は、これからさらにቑえることがணされる。 
これからお話しするンࢣートのᴫせは、

2012 年 5 月 1 日現在のもので、⏫村は対象

にྵめていない。当時は⏫村でᑟධしている

事がなかった。しかし、ここ最近は 10 か

所くらい⏫村でもᑟධしているところがあり、

⤖ᵓ小つ模自治体にもᗈがってきている。 
このンࢣートは回⋡が 81.4㸣で、自

治体ンࢣートでは⌋しく、かなり⢭ᗘの㧗

いンࢣートㄪᰝができた。加えて、ス࣏ン

ートㄪᰝをᐇ施したが、こࢣンーഃにもࢧ

らはࡕ 41.4㸣の回⋡だった。詳⣽は『自

治⥲研』2014 年 1 月号の論ᩥにᥖ㍕されて

いるため、そࡕらをごぴいただきたい。

2012 年௨㝆にかなりᑟධされているので、

ⱝᖸഴྥはኚわっているかもしれないが、お

おࡴねኚはないと思う。 
自治体✀ูに NR のᑟධ≧ἣを見ると、

ᨻ令市では 7 方ᑟධが進んでいて、㒔㐨

ᗓ県でも過༙ᩘではᑟධが進んでいる。せは

つ模な自治体で、ẚ㍑的㧗㢠のዎ約㔠を設

ᐃできそうなᆺ施設を所᭷する自治体を中

心に NR がᑟධされている。ただし、この
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（௳）

 
ᅗ 1 NR の᪂つ௳ᩘの᥎⛣ 

注）2018 年はỴᐃ῭みのものもྵࡴ 

㈨ᩱ：自治体へのンࢣート、G-search 
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ㄪᰝの後では、中小つ模自治体でもᑟධして

いるため、ഴྥがኚわっているྍ⬟ᛶはある。 
ᑟධ施設の✀㢮について、一番多いのはス

、ー࢝ッࢧ㔝⌫やࣟࣉ施設である。≉にࢶー࣏

ムにࢪームスタ࣍ーࣝの࣎ットࢣスࣂࣟࣉ

なっている施設は、マス࣑ࢥでも取りୖࡆら

れる㢖ᗘが㧗い。え࢞ࢧ、ࡤン鳥ᰨの࣍ー

ムスタࢪムのベストࢽ࣓テスタࢪム、

ᚨᓥࣦ࢛ࣝテスの࣍ームスタࢪムの࣏࢝

ࣜス࢚ットスタࢪムなどがᣲࡆられる。ḟ

に多いのはᩥ施設である。ி㒔市にあるி

㒔会㤋は、施設改修時にそれまでのᅜ内最㧗

㢠の 50 年㛫 50 ൨というዎ約で、ࣟーム

という༙ᑟ体〇㐀企ᴗが㉎ධし「ࣟームࢩ

ターி㒔」というྡ⛠になった。࣑ࣜࣇー

マートやスターࣂックスもే設され、おしࡷ

れな感ࡌに再改⠏されている。 
そのにも㒔市公ᅬや♫会ᩍ⫱施設などに

ᑟධされているが、近年ではそれ௨እの多ᵝ

な施設にもᑟධされている。えࡤబ㈡県鳥

ᰨ市の鳥ᰨ市民の᳃は、「ࢥ・࢝ࢥー࢙ࣛ࢘

スト鳥ᰨ市民の᳃」に、ᐑᇛ県では県᭷ᯘが

「ENEOS の᳃」などとなった。また、ᐑᇛ

県ではࢲムにも NR をᑟධしている。最近

は、Ṍ㐨橋にも多くᑟධされている。 
NR をᑟධした目的は、自治体ഃでは施設

の⟶理運Ⴀ㈝の☜ಖが一番きい。それ௨እ

には、ス࣏ンࢧーによる地域♫会㈉⊩事ᴗを

ᐇ施してしいというのもある。企ᴗഃは、

イ࣓ーࢪッࣉや宣ఏよりも地域㈉⊩を重視

している。 
 
㸱．㹌㹐ዎ⣙のഴྥ 

 

���㹌㹐ዎ⣙に㛵ࡿࡍὶࢀ 

一⯡的な NR のዎ約までのὶれについて

ㄝ᫂する。まず、ྛ自治体においてᑟධでき

る施設をỴᐃする。最近では、後㏙するよう

に神奈川県内でも横浜市や平ሯ市では、自治

体ഃがᑟධ施設をỴめるのでなく、企ᴗഃか

らᥦするしくみを設けている。基本的には

ᗇ舎௨እのとんどの施設について、やれそ

うなものにᡭをᣲࡆてくださいという、企ᴗ

ഃからᥦしてもらって行ᨻഃでᑟධできる

かどうかをุ᩿することになる。 
ເ集方法については、一⯡的に公ເが多い。

その時にເ集せ㡯で、ዎ約㔠や、年ᩘ、施設

ᴫせ、権等の内ᐜを♧し、企ᴗഃにᛂເし

てもらって、㑅ᐃጤ員会の中でス࣏ンࢧーを

Ỵᐃするというὶれである。 
ເ集をしたときにス࣏ンࢧーがᛂເしてこ

ないࢣースがあり、そのሙ合には再ເ集され

ることもある。ᛂເしてきても体 1 ♫で、

㑅ᐃጤ員会は、ᛂເしたところが本当に

ኵかどうかだけを࢙ࢳックする。㑅ᐃጤ員会

は NR をᑟධすきかྰかをุ᩿する権限

はᣢっておらず、あくまでもᑟධすることを

๓ᥦに、その企ᴗでኵかということをุ

᩿する。このため、住民もྵめた合ព形ᡂを

まったくᅗっていないことになる。㑅ᐃጤ員

会で᥇⏝にしたは聞いたことがない。⏦

し㎸んでくれたものは基本᥇⏝という形でス

ーがỴᐃされ、ዎ約内ᐜの⣽部のㄪᩚࢧン࣏

を行って、ዎ約⥾⤖に⮳る。 
ዎ約期㛫中は、ឡ⛠が使⏝され事ᴗがᐇ施

される。┳ᯈもけ᭰えなけれࡤいけない。

施設の┳ᯈはもࡕろん、施設のྡ⛠が♧され

る㐨㊰┳ᯈなどさまࡊまな┳ᯈをけ᭰える

ので⤖ᵓኚである。┳ᯈの㈝⏝は自治体に

もよるが、㐨㊰┳ᯈはおおࡴね自治体が出

するࢣースが多く、施設の┳ᯈは企ᴗഃが出

すࢣースが多い。⤖ᒁ、NR のዎ約ᩱࣛࣉス

┳ᯈのけ᭰え㈝⏝がかかるため、ዎ約㔠௨

ୖに㈝⏝がかかる。その後は、ሗ㐨発⾲等で

マス࣑ࢥ等に周▱したり、自治体のᗈሗ等で

少しずつ㟢出をᅗっていく。 
ዎ約が⤊に⮳ると、基本的にはどこの自

治体もዎ約を᭦᪂していくὶれにある。今ま
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でのス࣏ンࢧーが⥅⥆したいといえࡤ、⥅⥆

する方ྥである。ເ集せ㡯にも、᭦᪂のඃ先

権を元ࠎの企ᴗにあるように設ᐃしているも

のが多い。しかし、㈝⏝対ຠᯝがみられない

という理⏤で᧔㏥するところも⤖ᵓあって、

そのሙ合には、再公ເをかけて᪂しいス࣏ン

ーが何ᗘも᭰ࢧン࣏ーを㑅ᐃするため、スࢧ

わっている事もある。ࣜࢢーンスタࢪム

神ᡞのように 2 回ྡ๓がኚわったり、ᐑᇛ

スタࢪムのように 3 回ኚわっているも

ある。 
また、再公ເでもまったくᛂເがなくて、

NR をやめるもごくたまにある。そういう

ሙ合には当↛、┳ᯈの取りእしがᚲせになる。 
 
�2�ዎ⣙ෆᐜに㛵ࡿࢃ㡯 

ձዎ約年ᩘ 

ዎ約年ᩘは、3 年と 5 年が多い。これはㄪ

ᰝをᐇ施した 2012 年は、ᑟධ事が少なか

った㡭であるため、先進的な横浜市や分県

等をの自治体が参考にしたからである。な

かには、長期的なྡ⛠とするために 6 年や

10 年に設ᐃしたところもあるが、体でみ

るとそれど多くない。 
また、ᣦᐃ⟶理者のᣦᐃ期㛫に合わせたと

いう事もある。ごくまれにᣦᐃ⟶理者と

NR のス࣏ンࢧーがྠࡌという事もあるが、

そこまで行くともう公ඹ施設ではないのでは

ないかとも感ࡌる。 
ղዎ約㔠㢠 

ዎ約㔠は、༢⣧平ᆒをとると体の平ᆒが

༢年ᗘで 2,003 である。ス࣏ーࢶ施設は

少し㧗くて 2,911 、♫会ᩍ⫱施設は 565
で、施設の✀㢮によってኚわる。 
この当時の最ప㢠は年㛫 5 で、何の

㊊しになるのかというものから、最㧗㢠はᴦ

ኳのスタࢪムの 2 ൨ 7500 とかなりᕪ

がある。これを࣓࢝ࣜ合衆ᅜの 4 ス࣏

ーࢶ（※ᩥᮎ注）のスタࢪムの平ᆒとẚ㍑

すると、࣓࢝ࣜのሙ合は年㛫 300 ドࣝ

らい、༢⣧ィ⟬でࡄ 3 ൨๓後なので、い

かに日本の NR のዎ約㢠が小さいかという

ことがわかる。 
この理⏤としては࣓࢝ࣜの 4 ス࣏ー

た時にୡ⏺的にをẚࢶー࣏と、日本のスࢶ

見てどれくらい㟢出しているかというところ

がある。4 ス࣏ーࢶはୡ⏺で見られてい

て㟢出ᗘも㧗いが、日本のࣟࣉ㔝⌫やࢧッ࢝

ーはࢪくらいでしか見られていないため、

その㐪いがきいのではないかと考える。 
自治体がᕼᮃ㢠のどのくらいを回できた

かといえ103.8、ࡤ㸣とᕼᮃ㢠よりやや多く

回できているが、㒔市公ᅬやᩥ施設では、

なかなかዎ約㔠が㧗くならないようで、ᕼᮃ

㢠の 100㸣をୗ回る事が多い。 
ճ施設ྡ⛠の≉ᚩやᖏ権 

施設ྡ⛠は、地ྡをእすࢣースが⤖ᵓ多く

て、企ᴗྡだけ、あるいはၟရྡだけという

ものがある。たとえࡤ「DIADORA ーࣜ

ナ」、「ベイᩥࢩ࣍ーࣝ」、「ࢽンࢽࢪ

、「ーࣝ࣍トࣜᩥࢽ」、「ムࢪスタ

など、どこにあるか「ーナࣜ㟁Ꮚࢲクࣇ」

↛わからない。これが NR の問題点の一

つである。ࡕなみに、ベイࢩは⩌㤿㈨本の

はឡのࢽࢪンࢽ、センターࢢンࣆッࣙࢩ

トࣜはᮐᖠのᐙල㈍ࢽ、ス⏝ရ㈍ᴗࣇ࢜

ᴗである。 
ୖ記のような施設についてはᢈุが多くᐤ

せられているため、最近は、ᚲず地ྡの

をເ集せ㡯にධれているࢣースが多い。その

⤖ᯝ、「ࣘテックスタࢪムྎ」、「࢜

ࣜ ンࣃ ス࣍ ーࣝ ඵ⋤ Ꮚ」 、「 MAZDA 

Zoom-Zoom スタࢪムᗈᓥ」、「正田㓺Ἔ

スタࢪム⩌㤿」、「ࣟームࢩターி㒔」

のように地ྡと企ᴗྡを組み合わせた施設が

ቑ加している。しかし、だんだんྡ⛠が長く

なった⤖ᯝ、⤖ᒁ、␎して⾲♧されるため、

何だかよくわからないという施設が多ࠎある。
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「MAZDA Zoom-Zoom スタࢪムᗈᓥ」と

いうྡ⛠も、テࣞビや᪂聞ୖは「マࢲࢶスタ

と、られないためࡆム」としか取りୖࢪ

んど地ྡをධれたពがない。 
2012 年のㄪᰝでは、地ྡがእれてしまっ

たࢣースが 60.5㸣あり、地ྡをධれている

施設が約 4 と、地ྡがධっていない事

が⤖ᵓ多いことが一つの問題である。 
また、ࢿー࣑ンࢢ「ࣛイࢶ（rights）」と

いうことで、権は」ᩘ形になる。NR はྡ

๓を㉎ධするだけの権ではなく、自治体が

いろいろなᖏ権をつけるࢣースが多い。

日⏘スタࢪムでは、施設の↓ൾ使⏝権（ス

ーഃが年㛫ᩘ回使える）や、施設内へࢧン࣏

ᗈ࿌をᥖ♧する権などさまࡊまなᖏ権

をえている。それによって少しでもዎ約㔠

をୖࡆたいという考えが自治体ഃにはある。 
 
㸱．神奈川県ෆの㹌㹐の≧ἣ 

 
���ᑟධ≧ἣࠊタのഴྥ 

これまでの話を㋃まえて、神奈川県内の現

≧はどうなのかを考ᐹしたい。今回改めて、

県もྵめ、県内 34 自治体をてࢧࣈ࢙࢘イ

トでㄪたところ、ᑟධしているのは 10 自

治体、体の 29㸣であった。施設ᩘは、

2017 年ᮎ現在で 43 施設にᑟධされている

（⾲ 1）。 
ᑟධしている自治体は、神奈川県、横浜市、

川ᓮ市、相模原市、平ሯ市、㙊市、ཌᮌ市、

ఀໃ原市、⥤℩市、中⏫ということで、や

はりつ模自治体が中心である。私の 2008
年の論ᩥ時点では、神奈川県、横浜市、平ሯ

市だけだった。 
施設の✀㢮で多いのは、ス࣏ーࢶ施設であ

る。県内は、≉に J ࣜーࢢのࢳームが多く、

㹈2 ௨ୖでは川ᓮࣟࣇンターࣞのスタࢪム

௨እは NR をᑟධしている。 
㔝⌫では、横浜スタࢪムはやっていない

が、ベイスターࢬの 2 軍のヨ合をよく行う

平ሯ⌫ሙや、㧗ᰯ㔝⌫を行うようなಖᅵࢣ㇂

⌫ሙなど、神奈川県民にはよく▱られている

ス࣏ーࢶ施設でのᑟධが進んでいる。 
ᩥ施設では、⥤℩市や相模原市がᑟධし

ている。♫会ᩍ⫱施設では、横浜市のὒගྎ

にあるᏊども⛉Ꮫ㤋やཌᮌ市のᏊども⛉Ꮫ㤋

でもᑟධしている。 
公ᅬは、相模原公ᅬや横浜市の᪂ ࣃーク

でᑟධされている。ᡞሯの῝㇂のࡩれあい公

ᅬは、すࡄ近くにある横浜⸆⛉Ꮫが権を

取っている。 
また、川ᓮ市ではṌ㐨橋にᑟධされていた

り、県の施設ではᇛᒣトンࣝࢿのもある。 
 

�2�ዎ⣙㔠㢠ࡸᖏᶒ 

•南橋は、ዎ約㔠が⤖ᵓ㧗い。5 年㛫で

1,350 、年㛫 270 と、橋でここまで

㧗いことは⌋しい。この理⏤としては、やは

り⟽᰿㥐ఏでẖ年正月には通ってྡ⛠が出る

ことが考えられる。 
ዎ約㔠で目につくのは、横浜市が✺出して

㧗い施設が多い点である。えࡤ、日⏘スタ

ムは現在、༢年ᗘዎ約㢠がࢪ 1 ൨ 5,000
である。また、ࢽッ୕ࢶࣃッἑ⌫ᢏሙも

4,000 で、㧗㢠施設は横浜市に集まって

いる。ただし、日⏘スタࢪムの༢年ᗘዎ約

㔠の当初㢠は 4 ൨ 7,000 だったが、ዎ

約᭦᪂のたびに日⏘ഃが㔠㢠に㞴Ⰽを♧し、

どんどんᏳくなって 1 ൨ 5,000 までୗが

ってきている。このようにዎ約㔠がపୗして

いる事も多い。 
相模原市でも相模原市ᩥ会㤋（相模原ࢢ

ࣜーン࣍ーࣝ）は、࣑ューࣕࢩࢪンのࢥンࢧ

ート会ሙになるが、1,500 くらいである。

あとは、ࢧッ࢝ーの•南ベࣝマーࣞの࣍ーム

スタࢪムの平ሯ➇ᢏሙは BMW が取って

いるが、これも 1,500 ࡄらいで、ẚ㍑的

㟢出があるところは㧗㢠になっていることわ
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かる。 
⾲ 1（29 㡫）のഛ考ḍにᖏ権等の記

㍕がある。えࡤ横浜㥐࣏ートࢧイド人㐨橋

は、୕⳻ᗜが取ってྡ⛠は「ベイク࢛ータ

ー࢛࢘ーク」となっているが、Ύᤲᴗົも法

人の職員が行っている。ಛ㔝公ᅬ㔝⌫ሙでは

横浜⸆⛉Ꮫがイベントを開ദしている。イ

ベント༠㈶や、トイࣞのᤲ㝖などさまࡊまな

権をᖏしている事が多い。平ሯ市や相

模原市でも NR をዎᶵとしてⱥㄒㅮ⩦会の

ようなイベントをᐇ施しているところがいく

つかあり、これらも≉ᚩとしてᣲࡆられる。 
また、᭷ྡな事として㙊市の⏤ẚ࢞浜

がᣲࡆられる。この事はᮦᮌᗙと⭜㉺もྵ

めてᾏỈᾎሙの NR を㬀ࣞࣈࢧを生⏘する

㇏ᓥᒇという企ᴗが㉎ධしたが、企ᴗのุ᩿

でྡ⛠はそのままとした。そこまでいくと

NR ではないのではないか、༢なるᐤ㝃では

ないかという見方もできるが、㙊市はዎ約

として⥾⤖しているため、NR だとしている。

これは⛯法ୖの問題でᐤ㝃ではなくዎ約の方

が᭷なため、あえてᐤ㝃ではなく NR と

いうዎ約行為でᐇ施している。 
 
���ເ㞟に㛵ࡿࢃㄢ題 

現在ເ集をしている自治体としては、㙊

市などがある（⾲ 2）。そのにもເ集して

いるが、あまりス࣏ンࢧーがつかない≧ἣと

いうのがある。 
また、先ども言ཬしたᥦᆺによるເ集

も行われている。神奈川県、横浜市、相模原

市、平ሯ市、㙊市、中⏫では、やりたい

施設があったらᡭをᣲࡆてくださいと、㝶時

ເ集の形でやっているところが多い。ᥦᆺ

は、もともと横浜市がやり始めたことである。 
 

�4�自治య㈈ᨻ㠃࡛のᐤ 

県内の事から、NR がどの⛬ᗘ自治体の

㈈ᨻにᐤしているのかを平ᡂ 29 年ᗘண⟬

で自治体ごとにィ⟬したのが⾲ 3 である。

ཌᮌ市は NR のሗがࢧࣈ࢙࢘イトで公開

されていなかったため┬いた。 
平ᡂ 29 年ᗘ当初ண⟬の一⯡会ィṓධの中

で、NR のみのධ㢠を合⟬してどのくらい

の合を༨めているかをィ⟬すると、小ᩘ点

5 ᱆ࡄらいまでいかないとㄝ᫂できないࡄら

いした合でないことがわかる。一番合

⾲ 2 NR ເ集中の公ඹ施設 
（2017 年ᮎ） 

⮬యྡ タྡ
䛛䛺䛜䜟䜰䞊䝖䝩䞊䝹
⯪䝣䝷䝽䞊䝉䞁䝍䞊
䛭䛾䚸ᥦᆺ㝶ເ㞟
㛗ὠ⏣㥐ཱྀṌ㐨ᶫ
䛭䛾䚸ᥦᆺ㝶ເ㞟
ᕝᓮ㥐すཱྀ➨㻝㥐๓ᗈሙ➼
Ṍ㐨ᶫ㻝㻣䛛ᡤ

┦ᶍཎᕷ ᥦᆺ㝶ເ㞟
ᖹሯᕷ ᥦᆺ㝶ເ㞟

⭜㉺⁺ 
㙊య⫱㤋
⯪య⫱㤋
㙊Ṋ㐨㤋
➜⏣බᅬ
㙊ᾏබᅬ
ᆅୗ㐨䜼䝱䝷䝸䞊
䛭䛾䚸ᥦᆺ㝶ເ㞟

ⱴ䞄ᓮᕷ ⱴ䞄ᓮᕷẸᩥ㤋
ᕷ 䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝞䝇䝞䝇㻝㻟㻝䞃ᡤ
୰⏫ ᥦᆺ㝶ເ㞟

ᕝᓮᕷ

⚄ዉᕝ┴

ᶓᕷ

㙊ᕷ

㈨ᩱ：ྛ自治体のࢧࣈ࢙࢘イト 

 
⾲ 3 自治体ู NR ධ㢠とண⟬一⯡

会ィṓධに༨める合（H29）

㻴㻞㻥㻺㻾ධ㢠
䠄䠅

㻴㻞㻥ண⟬୍⯡ィ
ṓධ䛻༨䜑䜛
㻺㻾ධྜ

䠄䠂䠅
⚄ዉᕝ┴ 㻣㻣㻣 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻠
ᶓᕷ 㻞㻟㻘㻠㻝㻜 㻜㻚㻜㻝㻠㻞㻞
ᕝᓮᕷ 㻝㻘㻜㻥㻜 㻜㻚㻜㻜㻝㻡㻠
┦ᶍཎᕷ 㻟㻘㻡㻞㻡 㻜㻚㻜㻝㻞㻝㻤
ᖹሯᕷ 㻞㻘㻡㻡㻣 㻜㻚㻜㻞㻥㻤㻥
㙊ᕷ 㻝㻘㻞㻜㻜 㻜㻚㻜㻞㻜㻜㻡
ఀໃཎᕷ 㻞㻟㻜 㻜㻚㻜㻜㻣㻞㻥
⥤℩ᕷ 㻝㻣㻝 㻜㻚㻜㻜㻡㻣㻜
୰⏫ 㻝㻜㻜 㻜㻚㻜㻞㻢㻢㻤

㈨ᩱ：ྛ自治体のࢧࣈ࢙࢘イト 
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がきいのは平ሯ市の 0.03㸣ᙅであり、こ

の⛬ᗘの㢠でもないよりあったうがいいと

いう考え方もあるが、自治体㈈ᨻへのᙳ㡪ຊ

はそれどきくない。 
 
㸲．公ඹタの㹌㹐に㛵ࡿࢃㄽ点 

 
���㹌㹐にࡿࡅ࠾ἲⓗ・ไᗘⓗゎ㔘 

௨ୗでは、公ඹ施設への NR に関する論

点をいくつかお♧ししたい。まず、NR に関

する法的・制ᗘ的解㔘をいくつか⤂する。 
地方自治法ୖの解㔘としては、第 238 ᮲ 4

第 1 㡯に「行ᨻ㈈⏘」についての᮲㡯があ

って「㈚、し、りᡶい、ㆡし、出

㈨の目的とし、もしくはಙクし、またはこれ

に私権を設ᐃすることができない」という。

せは、NR がここでの私権に当たるかどうか

が、自治法ୖの最の論点になる。 
これについては、ྡྂᒇ市が NR をᑟධ

する㝿に⥲ົ┬に見解を求め、それに対して

はḟの内ᐜが♧された。⥲ົ┬は「行ᨻ㈈⏘

への NR のᑟධは、地方自治法ୖの私権の

設ᐃにあたらない。」と言っている。また

「そもそもࢿー࣑ンࣛࢢイࢶという考え方は、

わがᅜでは༢なるዎ約行為でしかない。⥲ົ

┬としては、自治法ୖࢿー࣑ンࣛࢢイࢶに関

するࢩステムもないので、᥎ዡもしなけれࡤ、

␗論をၐえることもしない。ただし、ࢿー࣑

ンࣛࢢイࢶのᐇ施にあたっては、公ඹ施設に

しい。」と、あさわしい企ᴗを㑅ᐃしてࡩ

まり回⟅になっていないが、まあいいんࡷࡌ

ないのという⛬ᗘの解㔘を 2004 年に♧した。

この見解のᙳ㡪がきくて、この解㔘でᑟධ

できるなら、問題ないでしࡻうということで

ྛ自治体でᑟධが進んでいった。 
さらに、横浜市の解㔘もᙳ㡪がきい。横

浜市はࢿー࣑ンࣛࢢイࢶを「ၟᶆ権に‽ずる

権と解㔘し、行ᨻ㈈⏘のୖにこの権が

╔しており、これを市のಖ᭷するᬑ通㈈⏘と

して一⯡私法の㐺⏝をཷけて༷した」から

問題ない、という自治法ୖの解㔘（㭯川

2006）を出している。 
これが議論になったのは横浜ᅜ㝿⥲合➇ᢏ

ሙ（日⏘スタࢪム）に NR をᑟධしたと

きだった。ྠ➇ᢏሙは᪂横浜公ᅬ内にある施

設であるため、㒔市公ᅬ法が関わってくる。

ྠ法第 11 ᮲㸲に関わる施行令第 18 ᮲㸴の

中に「ᅜの設⨨に係る㒔市公ᅬにおいては、

何人も、みだりにḟにᥖࡆる行為をしてはな

らない」とあり、ḟにᥖࡆる行為とは「はり

⣬、はりᮐそののᗈ࿌物を⾲♧すること」

とされているため、これに NR がゐする

のではないかという議論があった。横浜市は、

「日⏘スタࢪムは横浜ᅜ㝿⥲合➇ᢏሙに代

わる施設の正ᘧྡ⛠であり、企ᴗྡ⛠はྵん

でいますが企ᴗのᗈ࿌物にヱ当せず」として

問題ないという見解を♧した（㭯川 2006）。

施設の正ᘧྡ⛠をኚ᭦するሙ合には᮲改正

がᚲせとなり議会での議Ỵを⤒ないといけな

いが、「この➇ᢏሙは、横浜市公ᅬ᮲では

᪂横浜公ᅬ内の⥲合➇ᢏሙという施設✀ูで

ᢅわれており、ᅛ᭷ྡ⛠の記㍕はないため、

ྡ⛠ኚ᭦にకう᮲改正はᚲせありません」

という㏨ࡆ方をした。 
このように、横浜市は横浜ᅜ㝿⥲合➇ᢏሙ

では正ᘧྡ⛠と言っているが、の NR ᑟ

ධ施設では、正ᘧྡ⛠にすると᮲改正をし

ないといけないことから、すてឡ⛠として

いる。ឡ⛠だから᮲改正をするᚲせがなく

議会での議Ỵを⤒るᚲせがないというように、

施設によって NR に関する解㔘をኚえてい

る。これがまかり通ってしまったため、これ

௨㝆、行ᨻの⊂᩿で NR がᑟධされるとい

う形になった。解㔘ୖ、㐪法ではないため、

こういう形で通っているが、横浜市の解㔘は

ሙ当たり的でᢈุされるきと考える。いず

れにしても、NR に関する᫂☜な法ᚊや制ᗘ

がᏑ在していないため、NR のᑟධに当たっ
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ては自治体の㔞に௵されているのがᐇែで

ある。 
 

�2�㹌㹐に㛵ྜࡿࢃពᙧᡂ・ఫẸព識 

ձ㹌㹐ᑟධに対する住民のែᗘ 

⛯㔠でᘓ設される公ඹ施設の NR を㑅ᐃ

ጤ員会という自治体の㔞のみでỴᐃしてし

まっていいのかという論点がある。 
NR はឡ⛠とはいえ、ࡰ正ᘧྡ⛠として

使⏝されているᐇែがある。NR をめࡄって

は、ᅜ内እをྵめ、ΰはᐇ㝿㉳きている。

えࡤ、NR 先進ᅜの࣓࢝ࣜ合衆ᅜでも、

トࣟイトタイࢹの（MLB）ࢢーࣜーࣕࢪ࣓

ムのࢪームスタ࣍ースの࢞ NR を࣓ࣜࢥ

、ークにした時にࣃ࣓࢝ࣜࢥ㖟行が取ᚓして࢝

ース࢞のዲきなタイࡕンがなぜ自分たࣇ

のスタࢪムが࣓࢝ࣜࢥになるのだというこ

とで、そこの㖟行を使⏝しないというᢠ議行

動をした事がある。 
横浜市でも 2008 年に、開 ㈨ᩱ㤋とṔ史

༤物㤋に NR ᑟධが検討されたことがあり、

当初行ᨻはᙉ行するணᐃだったが、㟁話や࣓

ーࣝで市民や㈨ᩱのᐤ㉗者から対ព見があ

り、なかにはᑟධするならᐤ㉗ရを部ᘬき

ᡶうというような人もいたようで、⤖ᒁ、横

浜市ഃとしてはᑟධを᩿ᛕしたという⤒⦋が

ある。 
また、㇂区のᐑୗ公ᅬをナイࣃࣕࢪ࢟ン

による NR で再開発するというィ画が出た。

その㝿、㇂区がそこに多くいた࣍ームࣞス

の方ࠎを㝖してまで行ᨻ代ᇳ行をしたとい

うこともあって、㊰ୖ生活者ᨭᅋ体がᢠ議

活動をしたり、ッゴにも⮳っている。ナイ࢟

は NR ዎ約をしたが、♫会的なᙳ㡪がき

いということで、⤖ᒁ、ྡ⛠はᐑୗ公ᅬのま

まという形でⴠࡕ╔いた。ただし、ྡ⛠をእ

してしまったことで、ナイ࢟ഃには࣓ࣜット

がくなくなり、2017 年に NR ዎ約は解㝖

された。 

にも、ඵ⋤Ꮚ市民会㤋では、ࣜ࢜ンࣃス

が NR を取ᚓしたが、ࣜ࢜ンࣃスが 2011 年

にᦆኻ㞃しの⚈事を㉳こしたため、「なん

でこんな会♫とዎ約したのだ」と市民からᢈ

ุの問い合わせが相ḟいだというሗ㐨もされ

ている。 
 
ղி㒔市⨾⾡㤋の事 

一番きな問題となったのはி㒔市⨾⾡㤋

である。ி㒔市⨾⾡㤋はもともと市がᘓてた

ものではなく、市民と㈈⏺のᐤ㝃を中心にᘓ

てられていて、ி㒔市民にとってはி㒔「市

立」でなく「ி㒔市⨾⾡㤋」というྡ⛠にឡ

╔をᣢっているሙ合が多い。現在はここを再

開発するためのᕤ事をしているが、その㈝⏝

出のために NR をᑟධし、ிセࣛが NR
を取ᚓしᩚഛ後にி㒔市ிセࣛ⨾⾡㤋となる

ことがỴᐃしている。 
公ඹ⨾⾡㤋では日本初ので、ୡ⏺を᥈し

ても公ඹ⨾⾡㤋に NR がᑟධされている事

はない。このため、ᩥ施設に企ᴗのྡ๓

をධれるというのはいかがなものかというこ

とで、ி㒔市ではきな議論となった。⨾⾡

ရをᐤ㉗しているⱁ⾡ᐙᅋ体や、周㎶住民に

よるᅋ体が対運動をした。一方で、NR ᑟ

ධに㈶ྠを♧すⱁ⾡ᐙもおり、㈶ྰ両論だっ

た。これには議会も対Ỵ議をしたが、議会

には止めるᡭẁがなく、⤖ᒁ、ᙉ行でそのま

まᑟධされた。議会が対Ỵ議をしていると

いうのもあまりないである。なぜかという

と、議会には先ど⏦しୖࡆたように、NR
をྰỴする権限がない。行ᨻが、᮲改正を

議会にかけないで⊂᩿でᑟධできてしまうた

め、議会はどのような方法をとっても止める

ことができない。 
関ᮾではあまりሗ㐨されていないが、関す

ではきくሗ㐨されて、私もテࣞビ取ᮦ等を

いくつかཷけた。ி㒔市⨾⾡㤋は、かなり合

ព形ᡂにⱞ៖した事だが、⤖ᒁ市がᙉ行✺
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◚をしてすでにዎ約が῭み、それによりᮾி

ックに合わせた再開発がされることࣆンࣜ࢜

になる。（詳⣽は『自治⥲研』2017 年 10
月号ᥖ㍕論ᩥ参↷。） 
 
㸳�㹌㹐に㛵ྜࡿࢃពᙧᡂのᚲせᛶ 

 

���ி㒔ᕷẸᑐ㇟のンࢣーࢺㄪᰝࡽ 

ᐇ㝿に住民はどうᤊえているかということ

で、2017 年 11 月にி㒔市民 3,000 人を対

象として行ったンࢣートㄪᰝから考ᐹする。

なお回⋡は 33.3㸣である。 
その⤖ᯝは␊ᒣ（2018）で詳⣽に☜ㄆい

ただきたいが、➃的に言うと、そもそも NR
って何だかよくわからないという人たࡕが多

い。言ⴥ自体初めて聞いたという人たࡕが

35.2㸣いて、言ⴥ自体は▱っていたけど内ᐜ

がよくわからないという人が 15.1㸣と、過

༙ᩘは何だかよくわからないという人たࡕで

ある。ி㒔市⨾⾡㤋やி㒔会㤋への㹌㹐ᑟධ

についても、᪂聞やテࣞビできくሗ㐨され

ていたにもかかわらず、このような≧ἣであ

る。 
ி㒔市の NR ᑟධ施設は、まず、㧗ᰯ㔝

⌫のᗓண㑅などが行われ、ி㒔ᗓ民には᭷ྡ

な「わかさスタࢪムி㒔」がある。またࣉ

ーࣝ࣎ットࢣスࣂࣟ B ࣜーࢢのி㒔ࣁンナ

ࣜーࢬというࢳームの࣍ームになっている

ி㒔市民なら一、「ーナࣜࢬンナࣜーࣁ」

ᗘは行くᩥ施設である「ࣟームࢩターி

㒔」などもある。この㎶はわりと▱ྡᗘが㧗

く先どの「ி㒔市ிセࣛ⨾⾡㤋」もྵめ、

NR がᑟධされていると▱っている人が過༙

ᩘと多い。 

●わかさスタࢪムி㒔            ●ி㒔市ிセࣛ⨾⾡㤋 
ᅗ 2 NR に関わる住民ㄆ識 

㈨ᩱ：ி㒔市民へのンࢣートㄪᰝ 
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ி㒔市では、公衆トイࣞにも NR をᑟධ

している。ி㒔市ிセࣛ⨾⾡㤋のすࡄ目の๓

にあるトイࣞは「⯙ዽ体㦂ฎ『心』のトイ

ࣞ」という。これはほගᐈྥけに⯙ዽ⾰の

ࣞンタࣝや⯙ዽ⏝の࣓イクをする企ᴗが、年

㛫 100 で NR ዎ約をしている。ྡ⛠が

もともと使⏝されていない公衆トイࣞに企ᴗ

ྡがついて、ࣛ࣎ンテで企ᴗの方がᤲ㝖

もしている。に、公ᅬやドックࣛンなど多

ᵝな施設に NR がᑟධされているが、ㄆ▱

ᗘが 10㸣⛬ᗘとこれらはとんど▱られて

いない。つ模施設と小つ模施設ではかなり

ㄆ▱ᗘが␗なる。 
ḟに、NR ᑟධ施設に対してどのようなㄆ

識をᣢっているかという点である。ここでは、

㔝⌫ሙの「わかさスタࢪムி㒔」と「ி㒔

市ிセࣛ⨾⾡㤋」の両方についてᑜねたが、

施設によってㄆ識が↛㐪う（ᅗ 2）。 
「わかさスタࢪムி㒔」に関しては、⛯

㔠㈇ᢸがῶる、㈈ᨻが₶う、親しみがくྡ

๓になったなど、⫯ᐃ的なព見が多い。一方、

ி㒔市ிセࣛ⨾⾡㤋に関しては、ྑி区に

「わかさスタࢪムி㒔」や「ࣁンナࣜーࢬ

施設があるためྑࢶー࣏ーナ」というスࣜ

ி区民にはイ࣓ーࢪがⰋい。しかし、ி㒔市

ிセࣛ⨾⾡㤋が立地するᕥி区ではྰᐃ的な

ព見が多く、ྡ⛠に企ᴗྡがධるのは᎘なの

でやめてしいというព見が多かった。 
 
�2�㹌㹐に㛵ࡿࢃ㆟のྜពᙧᡂ 

このように NR については、そもそもㄆ

▱ᗘがపく、住民の中でも NR に対して㈶

ྰ両論がある中で、行ᨻが⊂᩿でᑟධしてⰋ

いのか、という論点がある。やはり合ព形ᡂ

が事で、一番現ᐇ的なのは議会で合ព形ᡂ

をᅗるということだと考えている。 
ターンとしては㸱つの方法がある。１つࣃ

は、NR を施設の正ᘧྡ⛠ととらえて、᮲

改正による議会ᢎㄆを行うという方法である。

これは自治体がᙉ◳なሙ合はできないため、

㠀現ᐇ的である。 
㸰つめは、NR に関する᮲を制ᐃして、

議会ᢎㄆをᚓる形にするという方法である。

これは、横浜市と㇂区でやろうとして議会

でྰỴされた。 
㸱つめが、ி㒔市で 2017 年 6 月にᐇ現し

た方法で、議会基本᮲で、NR を議Ỵ事௳

してしまうという方法である。 
NR に関する議会ᢎㄆがどの⛬ᗘ行われて

いるか。2012 年のンࢣートㄪᰝでは

7.5㸣だった。議会ᢎㄆのල体的な方法は、

ḟのようなものがある。 
ᗈᓥ市が᪂ᗈᓥ市民⌫ሙに NR をᑟධし

たときには、⌫ሙ᮲のኚ᭦にకい議会ᢎㄆ

をᚓていた。⌫ሙ᮲の第 20 ᮲に「市長は

⌫ሙの⛠をᐃめることができる」という᮲

㡯を㏣加しようとしྍỴされた。せは市長の

㔞で NR をᑟධできるということを᮲

改正でỴめた。この᮲改正により、⤖ᒁは

市長の㔞でྡ⛠をỴᐃできるものの、形ᘧ

的にはこの⌫ሙに NR ᑟධの㠀を議会に

ㅎり、議会ᢎㄆをᚓる方法が᥇られた。 
方で、NR のᑟධや、ྡ⛠自体を検討す

る議会ᢎㄆはあまりない。先ど⤂した

㇂区では、ᐑୗ公ᅬの対運動を㋃まえて、

「区施設等のឡ⛠ྡに関する᮲」という

NR に関する᮲を議員ᥦしたが、㈶ᡂ少

ᩘでྰỴされた。また、横浜市でも NR ዎ

約に関する᮲が議員ᥦされたが、㈶ᡂ少

ᩘでྰỴされており、NR に関する᮲制ᐃ

はうまくいっていないᐇែがある。 
年のி㒔市会基本᮲の改正は初めてそ

こに風✰を開けた。ி㒔市議会はᩥ施設へ

の NR ᑟධに対する自分たࡕの対ព見が

ないがしろにされ、行ᨻにᙉ行✺◚されたこ

とに感をᣢっていた。ி㒔市議会はඹ⏘ඪ

の議ᖍᩘが自治体にẚて多く、最議ᖍ

の自民ඪの㸰つが合ពすれࡤ過༙ᩘを取れる。
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なかなか合ពすることは㞴しかったようだが、

それでもி㒔市議会基本᮲の改正を議員

ᥦし、NR の議Ỵ事௳を㏣加することを

会一⮴でྍỴした。これがᅜ初の事で、

かにはまだない。なおி㒔市では、議Ỵ事

௳の後に NR の௳は出ておらず、ᐇ㝿

はまだ動いていない。 
 
 にࡈ࠸ࡉ

 
௨ୖを㋃まえて、⥾めくくりの話としてい

きたいと思う。 
NR は、自治体㈈ᨻのධ※としては少㢠

ではあるが、⥅⥆的にዎ約されているため、

それなりには᭷ຠであると考える。ሙ合によ

っては、企ᴗ・ス࣏ンࢧーが༠㈶事ᴗなども

行いつつ、地域㈉⊩もできているため、そう

いうきっかけとしても᭷ຠであった。 
 ただし、⛯㔠を中心にᘓ設された公ඹ施設

へのᑟධ、という点でឡ⛠とはいえ、ࡰ正

ᘧྡ⛠で使⏝されている現≧を考えると、住

民の代⾲である議会の合ព形ᡂがᚲせと考え

る。 
もう一つ言えることは、議会で合ព形ᡂを

ᅗることは住民合ពができるというだけでは

なく、住民に対してㄆ▱ᗘを㧗めることにも

つながっていくと考える。そもそも住民にㄆ

▱されていなくて、企ᴗにとっての࣓ࣜット

があるとは言えないのではないか。 
自治体がどのようにᗈሗをᅗっているかと

いうと、マス࣑ࢥ発⾲や市のᗈሗへのᥖ㍕、

そしてࢧࣈ࢙࢘イト等にዎ約⤖ᯝを♧してい

るだけである。᪂聞にᥖ㍕されても、␎⛠が

♧されてしまって᫂░というようなことも

あり、なかなかㄆ▱ᗘがୖがらない。ㄆ▱ᗘ

がୖがらなけれࡤ、企ᴗにとっての࣓ࣜット

がなくなり、⥅⥆的にዎ約ができるとは限ら

ない。⤖ᒁのところ自治体ഃに㊴ね㏉ってく

る問題だと考える。ㄆ▱ᗘを㧗めるためにも、

議会で合ព形ᡂをᅗっていくことが事では

ないか。 
私は、NR ᑟධについて⯡的に対して

いるわけではなく、どのような施設にᑟධす

るかをある⛬ᗘ考えながら行えࡤよいと考え

る。また、やはり公ඹ施設なので、どこかで

住民合ពというものをᅗるᚲせがある。それ

がなく、わけのわからないྡ⛠を行ᨻの⊂᩿

でけて、住民のイࢹンテテがᦆなわ

れるようなことは㑊けなくてはいけない。そ

ういうពでも公ඹ施設への NR ᑟධに㝿

して議会の合ព形ᡂをすきという考え方に

立っている。 
 
 

※注：࣓࢝ࣜの 4 ス࣏ーࢶとは、࣓࢝ࣜで人

Ẽのある௨ୗ 4 つのࣟࣉス࣏ーࢶをᣦす。 

࣎ットࣇナࣝࣙࢩーࣝのナ࣎ットࣇン࣓࢝ࣜ

ーࣝࣜーࢢ（NFL）、㔝⌫の࣓ࣕࢪーࣜーࢢベー

ス࣎ーࣝ（MLB）、ࣂスࢣット࣎ーࣝのナࣙࢩ

ナࣝࣂスࢣット࣎ー࢚ࣝࢩࢯーࣙࢩン

（NBA）、イス࣍ッࢣーのナࣙࢩナࣝ࣍ッࢣ

ーࣜーࢢ（NHL）。 
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神奈川県の人ཱྀは、���� 年１月１日時点

では、౫↛、ቑ加のഴྥを♧しています。し

かし、今後、ᅜで一、を争うスࣆードで

㧗㱋が進ࡴとண され、���� 年には㧗㱋

⋡が ����㸣にୖ᪼すると᥎ィされていま

す。こうした人ཱྀῶ少♫会の฿来は、㒔市ィ

画、་⒪・⚟♴ィ画、地域の࣑ࢥュࢽテー

࡙くりなど多ᒱにわたる分㔝にᙳ㡪をཬࡰし

ます。 

 ኚする地域♫会のなかで、♫会ಖ㞀制ᗘ

をはࡌめとしてᣢ⥆ྍ⬟な地域のま࡙ࡕくり

にどのように対ᛂし、今私たࡕが考えていか

なくてはならないことは何か、行うきこと

は何かを本集会で発ಙすく、第 �� 回地方

自治研✲神奈川集会をୗ記せ㡿にて開ദいた

します。ዧってご参加ください。 

 

『ろう、住民自治のࡺたかな♫会』 

第 �� 回地方自治研✲神奈川集会を開ദ（参加内） 

第 54 回地方自治研✲神奈川集会 
 

�日 時! 㸴月 �� 日�ᅵ� �����㹼����� （ཷ開始 ����） 

  �会 ሙ! 7.3  ンスࣝームࣞࣇン࢝ 横浜㸰㝵テࢩンࢹー࢞

       KWWS���ZZZ�NDVKLNDLJLVKLWVX�QHW�IDFLOLW\V�JF�\RNRKDPD�DFFHVV� 

  �つ 模! 約 ��� 人 

    

体集会  ��：��㹼��：�� 

「人ཱྀῶ少♫会における地域のま࡙ࡕくりと活ᛶをめࡊして」（௬） 

         ⚟ᓥᏛ⤒῭⤒ႠᏛ㢮ᅜ㝿地域⤒῭ᑓᨷ ᩍᤵ ྜྷ田 ᶞさん 

  分⛉会   �����㹼����� 

 第１分⛉会（自治体㈈ᨻ分ᯒ） ۑ   

          「神奈川ࢩステムを使った㈈ᨻ分ᯒ 㸫自治体༢組からのሗ࿌㸫」 

 ー：ఀ藤 ႐ᩥさん（藤ἑ自治研センター研✲ㅮᖌ）ࢨイࣂド            

 第㸰分⛉会（通ᨻ⟇） ۑ

          「住み័れた地域♫会でᏳ心して生活できるように」（௬） 

            ㅮᖌ：横田 ᫀ୕さん（元内閣官房ᑓ㛛ㄪᰝ員） 

 第㸱分⛉会（市民活動と地域行ᨻの༠働の取り組み） ۑ

          「市民とともにるま࡙ࡕくり㹼自治体職員のすきことは㹼」 

            ㅮᖌ：ドࣂイࢨー 中川ஂ⨾Ꮚさん�ࣚࣁࢥマࣃトナの会副代⾲�  

   

㸺問い合わせ㸼  自治労神奈川県本部 （σ ������������） 

神奈川自治研センター（σ ������������） 

          㸨㣗をᕼᮃされる方は事๓にご㐃⤡ୗさい。（ᐇ㈝ ����� ） 

�主 ദ! 自治労神奈川県本部 （公♫）神奈川県地方自治研✲センター 
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 編集後記

　本号の編集作業中、米軍が横田基地に今夏配備予定のオスプレイ５機が横浜ノースドックに

陸揚げされ、その後横田基地まで飛来したというニュースが飛び込んできた。巻頭のインタ

ビューでも言及された日米地位協定の縛りの中、未だ安全性が危惧される米軍機の都心上空へ

の飛来について、日本政府は禁止を要請するどころか、配備前倒し公表を控えてほしいとする

米軍の要請に従い、通報から18日間も公表を控えていたことが明らかとなった。主権国家のこ

うした「異常な」対応は、意外なほど「冷静に」報道されている。

　沖縄における米軍基地問題の端緒ともいうべき太平洋戦争末期の沖縄本島への米軍上陸は、

73年前の４月に始まった。そこから人の一生ともいえるほど長い間、沖縄の人々が日常の中で

引き受けてきた日米関係の不条理さを、今こそ首都圏に暮らす私たちが自分事として受け止め、

その必要性を問い直す機会としていくべきではないだろうか。

 

（谷本有美子）

巻頭言
　新年度早々の巻頭言にふさわしくないタイトルで申し訳ありません。「ここは地獄

か？」は、昨年12月に出版された『ルポ川崎』という本の帯の見出しのフレーズです。

2015年3月に起きた大師河原の中学生殺人事件から着想を得て、臨海部に面する川崎

区の若者のサブカルチャーを追いかけた本です。同時期にこの本の写真集、また殺人

事件そのものを描いた『43回の殺意』も出版されました。

　この本の書評については川崎市職労の機関紙に書かせていただきましたので重複は

避けますが、生まれも育ちも職場も組合活動の拠点も川崎区にあって、公害に苦しめ

られ貧困や差別にあえぐ労働者の町を少しでも良くしたいとの思いで仕事や活動に取

り組んできた自分にとって、その結果が「地獄」とまで表現されてしまうことへの虚

しさは、一度や二度の酒席の話題にするだけでは拭えぬものとなっています。朝日新

聞や神奈川新聞の書評で、地獄の中にあってもダンスやラップで活躍する若者たち、

ヘイトスピーチと闘う市民、外国に関わる子どもたちの居場所としてのふれあい館な

どを評価していただいたことで少しは慰められてはいますが…。

　エッセイという短い文章なので詳細な分析は他に譲りますが、この本に紹介された

若者に共通するものは、貧しさと不安定な家庭環境、そして「学校に行かない」もし

くは「行けない」といったところでしょうか。既に10代の中後半に至っているので、

家庭内であからさまな虐待を受けることはない世代ですが、半分大人として扱われる

中で、世間から受ける言葉の暴力や冷たい視線という社会からの虐待にさらされてい

るといえます。

　思想家の内田樹さんは、子どもが「消費主体」として育てられていることから「学

びからの逃走」、「労働からの逃走」をし始め、下流志向になっていくと説きました。

しかし、その機会さえ与えられず貧困と格差が新たな階級のように固定されていく構

造的な状況がここにあります。

　そしてその負の連鎖の構造に立ち向かえず、悶々として具体的な対処に追われてい

るのが心ある自治体職員・教員の現状ではないでしょうか。

　労働組合や政党はその悶々としたものを変革のエネルギーにしてきましたし、これ

からもそうあるべきでしょう。

　「地獄」と呼ばれる川崎区だからこそ、ヘイトスピーチの餌食にされています。ヘイ

ト攻撃を、ただ不愉快で日本の恥だとしか言わない善意の大多数の人こそ、地獄化す

る町を再生産しているのではと問わずにいられません。

　厳しい寒さが明け、華やいだ季節になりましたが、私は未だに悶々とした日々を送っ

ています。
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。

自治研かながわ月報 改題170号（通算234号）2018（平成30）年4月25日発行（定価一部500円） 発行人／黒沢一夫 編集人／大沢宏二
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会員になるには 会員の特典

かながわ 

☆センターのウェブサイト（http://kjk.gpn.co . jp/）をご利用下さい。→
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巻頭言  ここは地獄か？ ―『ルポ川崎』を読んで
神奈川自治研センター40周年記念企画「識者に聞く」シリーズ第2回

憲法施行から70年、いま改めて平和の観点から改正論議を問う

『創ろう、住民自治のゆたかな社会』

第54回地方自治研究神奈川集会の開催案内
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